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【所管事項説明】

Ⅰ　令和８年度　環境生活部の組織について

副部長 環境生活総務課 企画調整班
総務班
予算経理班
旅券班

人権課 人権班

ダイバーシティ社会推進課 男女共同参画班
多文化共生班

人権監 ＮＰＯ班

次長 私学課 私学班
（私学・文化
　・生活安全担当） 文化振興課 文化企画班

拠点連携班
歴史公文書班

くらし・交通安全課 くらし安全班
交通安全班

犯罪被害者支援調整監 消費生活センター班
（くらし・交通安全課長が兼務）

消費生活監

環境共生局長 次長 資源循環推進課 資源循環政策班
リサイクル推進班

地球温暖化対策課 地球温暖化対策班
環境評価・活動班

大気・水環境課 大気環境班
水環境班
生活排水・水道班

ごみ処理広域化推進監

廃棄物対策総括監 廃棄物対策課 環境保全管理班
廃棄物規制・審査班

廃棄物監視・指導課 広域指導班
地域指導班

人権センター 啓発課
相談課

図書館 企画総務課
情報相談課
資料調査課

総合博物館 経営戦略広報課
展示・交流事業課
調査・資料情報課
歴史公文書室

美術館 企画総務課
学芸普及課

斎宮歴史博物館 総務課
学芸普及課
調査研究課

地域防災総合事務所等
 （地域連携・交通部と共管） 環境課等

職員定数（令和8年4月1日現在）
本庁 143 保健環境研究所
地域機関 142 環境研究室 （医療保健部と共管） 資源循環研究課
合計 285  環境研究課

部　長

地
域
機
関
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【所管事項説明】 

 

みえ元気プラン 政策体系一覧 

網掛け：環境生活部が主担当部局の施策 

政策体系一覧 

四本

の柱 
政 策 施        策 

Ⅰ 

 

安 

全 

・ 

安 

心 

の 

確 

保 

１ 

防災・減災、県土の強靱化 

1-1 災害対応力の充実・強化 

1-2 地域防災力の向上 

1-3 災害に強い県土づくり 

２ 

医療・介護・健康 

2-1 地域医療提供体制の確保 

2-2 感染症対策の推進 

2-3 介護の基盤整備と人材確保 

2-4 健康づくりの推進 

３ 

暮らしの安全 

3-1 犯罪に強いまちづくり 

3-2 交通安全対策の推進 

3-3 消費生活の安全確保 

3-4 食の安全・安心と暮らしの衛生の確保 

４ 

環境 

4-1 脱炭素社会の実現 

4-2 循環型社会の構築 

4-3 自然環境の保全と活用 

4-4 生活環境の保全 

Ⅱ 

 

活 

力 

あ 

る 

産 

業 

・ 

地 

域 

づ 

く 

り 

５ 

観光・魅力発信 

5-1 持続可能な観光地づくり 

5-2 戦略的な観光誘客 

5-3 三重の魅力発信 

６ 

農林水産業 

6-1 農業の振興 

6-2 林業の振興と森林づくり 

6-3 水産業の振興 

6-4 農山漁村の振興 

７ 

産業振興 

7-1 中小企業・小規模企業の振興 

7-2 ものづくり産業の振興 

7-3 企業誘致の推進と県内再投資の促進 

7-4 国際展開の推進 

８ 

人材の育成・確保 

8-1 若者の就労支援・県内定着促進 

8-2 多様で柔軟な働き方の推進 

９ 

地域づくり 

9-1 市町との連携による地域活性化 

9-2 移住の促進 

9-3 南部地域の活性化 

9-4 東紀州地域の活性化 

10 

デジタル社会の推進 

10-1 社会におけるＤＸの推進 

10-2 行政サービスのＤＸ推進 

11 

交通・暮らしの基盤 

11-1 道路・港湾整備の推進 

11-2 公共交通の確保・充実 

11-3 安全で快適な住まいまちづくり 

11-4 水の安定供給と土地の適正な利用 
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【所管事項説明】 

 

四本

の柱 
政 策 施        策 

Ⅲ 

の共 

実生 

現社 

 会 

12 

人権・ダイバーシティ 

12-1 人権が尊重される社会づくり 

12-2 ダイバーシティと女性活躍の推進 

12-3 多文化共生の推進 

13 

福祉 

13-1 地域福祉の推進 

13-2 障がい者福祉の推進 

Ⅳ 

 

未 

来 

を 

拓 

く 

ひ 

と 

づ 

く 

り 

14 

教育 

 

 

14-1 未来の礎となる力の育成 

14-2 未来を創造し社会の担い手となる力の育成 

14-3 特別支援教育の推進 

14-4 いじめや暴力のない学びの場づくり 

14-5 誰もが安心して学べる教育の推進 

14-6 学びを支える教育環境の整備 

15 

子ども 

15-1 子どもが豊かに育つ環境づくり 

15-2 幼児教育・保育の充実 

15-3 児童虐待の防止と社会的養育の推進 

15-4 結婚・妊娠・出産の支援 

16 

文化・スポーツ 

16-1 文化と生涯学習の振興 

16-2 競技スポーツの推進 

16-3 地域スポーツと障がい者スポーツの推進 
 
 
行政運営 

１ 総合計画の推進 

２ 県民の皆さんから信頼される県行政の推進 

３ 持続可能な財政運営の推進 

４ 適正な会計事務の確保 

５ 広聴広報の充実 

６ 県庁ＤＸの推進 

７ 公共事業推進の支援 
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  【所管事項説明】 

 

 

Ⅱ 令和８年度 当初予算（環境生活部関係）の概要について 
 

 

１ 予算調製にあたっての基本的な考え方 

 環境生活部では、次の５つの方針を柱として当初予算調製を行いました。 

 

○ 性暴力の根絶をめざす施策を推進するとともに、県民の皆さんとの連携による交

通事故の防止、消費生活の安全確保、地域防犯力の向上、犯罪被害者等支援の推進

等に取り組み、くらしの安全・安心の実感を高めます。 

○ 県民一人ひとりが互いの人権を尊重するとともに、性別や国籍等にかかわらず、

誰もが希望を持って挑戦、参画・活躍できるダイバーシティ社会の実現をめざして

取り組みます。 

○ 県民一人ひとりが自主性と創造性を発揮し、郷土への誇りと愛着を育みながら、

生きがいと心の豊かさを実感できるよう、文化にふれ親しむ環境やさまざまな学習

機会の充実を図ります。 

○ 私立学校における個性豊かで多様な教育の充実や生徒が安心して学べる環境づく

りを支援するとともに、保護者等の経済的負担の軽減を図ります。 

○ 地球温暖化対策（緩和と適応）、大気・水環境の保全、廃棄物処理における安全・

安心を前提とした循環経済への移行を通じて、環境への負荷が少ない持続可能な社

会をめざします。 

 

 これらの方針をふまえ、令和８年度当初予算においては、以下の７項目について重点

的に取り組みます。 

 

（１）誰もが安全・安心に暮らせるまちづくり 

性暴力が根絶された三重をめざすため、「三重県性暴力の根絶をめざす条例」に基

づく推進計画の策定及び県民の気運醸成の取組を進めるとともに、「みえ性暴力被害

者支援センター よりこ」を通じた相談・支援を充実させます。また、県民の皆さん

との連携により、交通事故の防止や飲酒運転の根絶、消費生活の安全確保、災害ボラ

ンティア受入体制の強化等に取り組み、くらしの安全・安心を実現します。 

 

（２）人権が尊重され、誰もが参画・活躍できるダイバーシティ社会づくり 

人権が尊重される社会を実現するため、さまざまな主体と連携した人権啓発を推進

するとともに、部落差別解消条例（仮称）制定検討や人権問題に関する県民意識調査

等を実施します。 

ジェンダーギャップの背景にあるアンコンシャス・バイアスを解消し、誰もが家庭

でも仕事でも活躍できる環境づくりを進めます。また、日本人住民と外国人住民が共

に安全、安心に暮らすことができる社会を実現するため、外国人住民が日本語を学べ

る環境の整備や相談体制の充実等に取り組みます。 
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  【所管事項説明】 

 

（３）文化と生涯学習の振興 

「三重県文化振興計画」に基づき、着実に施策を推進するとともに、次期計画を策

定します。県立文化施設では、子どもたちが文化芸術にふれ親しむ機会の充実を図る

とともに、三重県誕生 150周年を好機と捉え、子どもから大人まで楽しめる企画展等

を開催します。また、史跡斎宮跡の実態解明と魅力発信を進めます。 

 

（４）私立学校の教育環境の充実 

家庭の経済状況にかかわらず、自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境

を整備するため、令和８年度から実施予定の「いわゆる高校無償化」に対応するとと

もに、児童生徒がより安全・安心に学べる環境づくりを進めるため、私立学校におけ

るいじめ防止対策や熱中症対策への支援を行います。 

 

（５）2050年ネット・ゼロの実現 

2050年ネット・ゼロの実現をめざし、「みえデコ活」の推進、脱炭素経営に係る支

援及びペロブスカイト太陽電池やＰＰＡを活用した県有施設の脱炭素化等のさまざ

まな緩和の取組を進めるとともに、熱中症対策等の気候変動の適応に取り組みます。 

また、三重県誕生 150周年をふまえた啓発イベントの実施など環境教育・環境学習

を推進するとともに、太陽光発電施設の設置が環境に配慮して行われるよう三重県環

境影響評価条例の規模要件の見直しを進めます。 

 

（６）持続可能な循環型社会の構築 

廃棄物処理における安全・安心を前提とし、持続可能な廃棄物処理体制を確保する

ため、引き続き、南海トラフ地震に備えた災害廃棄物処理体制の強化、人口減少など

将来の社会情勢をふまえたごみ処理広域化・集約化の調査・検討に取り組みます。ま

た、循環経済への移行により、プラスチック資源循環の高度化など地域課題の解決に

資する循環資源の利用を促進します。 

 

（７）「きれいで豊かな海」の実現と良好な生活環境の保全 

水質の「きれいさ」に加え、生物生産性や生物多様性にも配慮した「きれいで豊か

な海」の実現をめざし、さまざまな主体と連携し、総合的な施策を推進するとともに、

伊勢湾流域圏で連携し、海洋ごみの発生抑制に取り組みます。 

また、良好な生活環境の保全を図るための取組を継続します。 

 

 

5



【
所
管
事
項
説
明
】
　
　
　
　

6



【
所
管
事
項
説
明
】
　
　
　
　

7



【
所
管
事
項
説
明
】
　
　
　
　

8



【
所
管
事
項
説
明
】
　
　
　
　

9



【
所
管
事
項
説
明
】
　
　
　
　

1
0



【
所
管
事
項
説
明
】
　
　
　
　

1
1



【
所
管
事
項
説
明
】
　
　
　
　

1
2



3-2 交通安全対策の推進 62,947 62,518 ▲ 429 ▲ 0.7

【 79,504 】 【 118,321 】 【 38,817 】 【 48.8 】

79,504 110,618 31,114 39.1

【 1,981,288 】 【 1,682,065 】 【 ▲ 299,223 】 【 ▲ 15.1 】

1,409,385 1,672,315 262,930 18.7

4-2 循環型社会の構築 960,513 1,269,741 309,228 32.2

4-4 生活環境の保全 703,287 706,831 3,544 0.5

12-1 人権が尊重される社会づくり 656,972 538,842 ▲ 118,130 ▲ 18.0

12-2 ダイバーシティと女性活躍の推進 79,197 96,818 17,621 22.2

12-3 多文化共生の推進 99,706 136,940 37,234 37.3

16-1 文化と生涯学習の振興 3,415,660 4,164,439 748,779 21.9

【 8,039,074 】 【 8,776,515 】 【 737,441 】 【 9.2 】

7,467,171 8,759,062 1,291,891 17.3

(1-2) 地域防災力の向上 10,673 12,981 2,308 21.6

【 36,677 】 【 29,607 】 【 ▲ 7,070 】 【 ▲ 19.3 】

7,677 7,228 ▲ 449 ▲ 5.8

(3-4) 食の安全・安心と暮らしの衛生の確保 386 403 17 4.4

(11-4) 水の安定供給と土地の適正な利用 1,325,186 1,005,386 ▲ 319,800 ▲ 24.1

(14-5) 誰もが安心して学べる教育の推進 540 540 0 0

(14-6) 学びを支える教育環境の整備 5,566,448 5,588,588 22,140 0.4

【 3,745,893 】 【 6,878,257 】 【 3,132,364 】 【 83.6 】

3,744,569 6,878,257 3,133,688 83.7

（行政運営1） 総合計画の推進 74,390 84,168 9,778 13.1

【 10,760,193 】 【 13,599,930 】 【 2,839,737 】 【 26.4 】

10,729,869 13,577,551 2,847,682 26.5

施策外 人 　件 　費　等 2,507,911 2,568,675 60,764 2.4

【 21,307,178 】 【 24,945,120 】 【 3,637,942 】 【 17.1 】

20,704,951 24,905,288 4,200,337 20.3

注① 施策番号の（　　）は、他部が主担当の施策です。　　注② 「人件費等」は、人件費・交際費・企画調整費など施策外の事業の計です。

注③ 令和７年度当初予算額の上段【 】は、令和６年度２月補正予算（その１）を含みます。

注④ 令和８年度当初予算額の上段【 】は、令和７年度２月補正予算のうち繰り越したものを含みます。

3-3 消費生活の安全確保

令和８年度　三重県一般会計予算（環境生活部関係）
（単位：千円、％）

施策
番号

施策名
令和７年度
当初予算額

令和8年度
当初予算額

差引増減額 増減率

Ａ Ｂ Ｂ－Ａ (Ｂ-Ａ)/Ａ

他部主担当施策　計

環境生活部　合計

4-1 脱炭素社会の実現

当部主担当施策　計

(3-1) 犯罪に強いまちづくり

(15-1) 子どもが豊かに育つ環境づくり

【所管事項説明】　　　　
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【所管事項説明】 
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【所管事項説明】 

Ⅲ 主要施策 

１ 私学教育の振興について 
私学課 

 

１ 現状 

私立学校は、設置者独自の建学の精神に基づき、個性豊かで多様な教育活動を展

開するとともに、公教育の一翼を担い、本県の初等・中等・高等教育において、大

変重要な役割を果たしています。県では、私立学校の教育環境の充実や生徒・保護

者の経済的負担の軽減を図るため、各種助成等を行っています。 

また、県立高校と私立高校の募集定員については、公教育における双方の役割を

十分勘案しながら策定する必要があるため、県立高校、私立高校の代表者や学識経

験者等をメンバーとする「三重県公私立高等学校協議会」（以下「公私協」）の場で、

毎年、協議のうえ策定しています。 

 

２ 課題 

中学校卒業者数は、令和８年３月から令和 13 年３月までの５年間で約 1,500 人

減少することが見込まれ、私立学校の経営環境は大変厳しい状況となっていること

から、私立学校の教育環境の維持や特色化・魅力化の促進が求められています。 

また、家庭の経済状況に関わらず、子どもたちが希望する進路を選択し、私立学

校で安心して学ぶことができるよう、生徒・保護者の経済的負担の軽減が必要です。 

募集定員については、中学生の進路を保障するという観点を重視し、県立高校と

私立高校の双方により高校教育の多様な選択肢の維持・充実が図られ、県民の皆さ

んの理解が得られるよう、策定する必要があります。 
 

３ 今後の取組方向 

（１）私立学校および生徒・保護者への支援 

私立高等学校等振興補助金（経常的経費に係る補助）の交付等により、引き続

き私立学校の経営や児童生徒が安全・安心に学べる環境づくりを支援していきま

す。また、振興補助金において、若者の県内定着につながるキャリア教育の取組

を促進していきます。 

私立高校等の生徒・保護者への支援では、いわゆる高校無償化により就学支援

金を拡充するとともに、授業料以外への支援として奨学給付金を拡充するなど、

経済的負担の軽減を図っていきます。 

さらに、子どもの多様な学びの機会の保障に向け、経済的な事情がある世帯に

対して、フリースクール利用料を支援します。 

 

（２）県立高校と私立高校の募集定員 

私立高校は、生徒急増期に中学生の進路保障に大きな役割を果たしてきた経緯

の中で、建学の精神に基づき、個性豊かで特色ある教育活動を、経営の安定に努

めながら展開しています。中学校卒業者数が減少し、また、高校教育を取り巻く

環境が変化する中で、子どもたちの選択肢の維持・充実が図られるよう、公私そ

れぞれの役割や特性をふまえ、募集定員等について公私協にて協議を行います。 
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【所管事項説明】 

＜参 考＞ 

表１ 令和８年度私学関係当初予算（事業費ベース）           （単位：千円、％） 

細 事 業 名 当初予算額 前年度比 

私立高等学校等振興補助金 5,162,011 99.1 

私立特別支援学校振興補助金 301,417      111.7 

私立専修学校振興補助金 73,168 108.7 

私立外国人学校振興補助金 4,000 80.0 

私立高等学校等就学支援金交付事業費 6,253,658 207.6 

私立高等学校等教育費負担軽減事業費 329,003 131.0 

私立専門学校授業料等減免補助金 294,622 61.3 

私立学校不登校児童生徒支援事業【重点】 540 100.0 

安全・安心な私立学校教育環境緊急整備事業費

補助金（新規） 

16,699 皆増 

私立学校いじめ防止対策支援事業（新規） 6,755 皆増 

その他私学関連予算 25,512          138.1 

合     計 12,467,385 133.9 

 

表２ 私立高等学校等振興補助金生徒一人当たり補助単価               （単位：円） 

 

表３ 県内中学校卒業者数の推移予測  

 令和８年３月 令和13年３月 令和16年３月 

県内中学校卒業者数（見込） 15,517人 14,030人 12,408人 

令和８年３月からの減少者数 － ▲1,487人 ▲3,109人 

 ※令和７年５月１日教育政策課調べをもとに私学課で加工 

 学校数 令和７年度 
令和８年度 

【当初予算単価】 

高校（全日制） 
（中等教育学校後期課程
を含む）    

14 367,758 373,042 

高校（狭域通信制） ５ 83,165 84,158 

中学校（中等教育学校前
期課程を含む） 

10 355,522 360,608 

小学校 ２ 353,890 358,944 

 
特別支援学校 
 

１ 

（高等部） 

1,926,900 

（高等部） 

1,963,448 

（小中学部） 
1,912,540 

（小中学部） 
1,948,767 
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【所管事項説明】 

 

２ 文化・生涯学習の振興について 

文化振興課 

 

１ 現状 

令和５年９月26日施行の「三重県文化振興条例」に基づき、文化の力で心豊かに活力あ

る三重の実現をめざし、県の文化振興に関し、令和８年度までの具体的な振興方策を定め

た「三重県文化振興計画」による取組を推進します。 

（１）文化・生涯学習の振興 

三重の多様で豊かな自然や歴史・文化等をテーマとする展覧会や魅力的な公演を開

催することにより、県民の皆さんが文化にふれ親しむ機会を提供するとともに、人材

育成や顕彰制度の運用、発表の場づくり等により、さまざまな主体の文化活動を促進

しています。また、文化団体等の活動に対して、より適切で効果的な支援を図るため、

新たな支援のあり方を検討しています。 

講座やセミナー、アウトリーチ等により学習機会を提供するとともに、生涯学習に

取り組む主体の成果発表の場づくりや情報発信の充実等に取り組んでいます。 

（２）県立文化・生涯学習施設の状況 

① 三重県総合文化センター（三重県文化会館、三重県生涯学習センター） 

県文化会館では、オペラやバレエ、クラシック音楽から演劇、伝統芸能まで、多

彩で魅力的な芸術性の高い公演を開催するほか、アウトリーチ活動や人材育成など

を行っています。 

県生涯学習センターでは、高等教育機関や市町と連携したセミナーをはじめとす

る学習機会の提供や、県内のさまざまなアーティストや専門機関と協働して、次代

の文化を担う子どもたちに、優れた文化・芸術との出会いを提供しています。 

② 三重県総合博物館 

県総合博物館では、三重が持つ「多様性の力」をテーマに、「ともに考え、活動

し、成長する博物館」をめざして、県民・利用者の皆さんとの協創、さまざまな主

体との連携の視点で、資料の収集・保管・展示を行うとともに、三重の自然・歴

史・文化に関する調査研究等を行っています。 

さらに、歴史資料として重要な情報が記録された文書等（特定歴史公文書等）を

保存し、県民の皆さんの利用（閲覧、複写、レファレンス等）に対応しています。 

③ 三重県立美術館  

県立美術館では、江戸時代以降の三重にゆかりの深い作家の作品や明治時代以降

の近代洋画の流れをたどることができる作品等について展示するとともに、後世へ

伝えるため長期的な保存を行っています。また、美術資料の調査、研究による成果

を展覧会、講演会、美術セミナー、出版物を通じて発表するとともに、学校教育と

連携した教育普及活動等を行っています。 

④ 斎宮歴史博物館 

斎宮歴史博物館では、斎宮等に関する資料の収集・保管・展示・調査研究等を行

うとともに、史跡斎宮跡の学術的な発掘調査を進めています。国内外の多くの方に、

斎宮の歴史的・文化的価値や魅力を知っていただけるよう、明和町や関係団体等の

地域の方々と連携・協力しながら、多様なイベントや積極的な情報発信等に取り組

んでいます。 
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【所管事項説明】 

 

⑤ 三重県立図書館 

県立図書館では、「三重県立図書館運営計画」に基づき、三重県関係の図書資料

の充実、読書活動や課題解決の支援を行うとともに、全ての県民の皆さんが質の高

い図書館サービスを等しく利用できるよう、県内の図書館ネットワークの中心とし

て、市町立図書館等と連携しながら、県全体の図書館サービスの向上に取り組んで

います。 
 

２ 課題 

（１）文化は、自らのアイデンティティの基盤としての役割をもち、人びとの感性や想像

力を高め心の豊かさを育むものであることから、県民の皆さんが主体的に三重の文化

にふれ親しむ環境づくりが必要です。 

 

（２）人口減少等による文化を取り巻く社会環境の変化をふまえ、文化を担い支える人材

の育成や文化を生かした地域の活性化や魅力発信を進めることが必要です。 

 

（３）ライフステージやライフスタイルに応じた多様な学習ニーズを的確に把握して魅力

的な学びの場や、学んだ成果を生かして主体的に活動することができる場を提供する

など、生涯を通じて学ぶことのできる環境づくりが必要です。 
 

３ 今後の取組方向 

「三重県文化振興計画」に基づき、文化施策を総合的・計画的に推進するとともに、令

和９年度から始まる「第２次三重県文化振興計画（仮称）」の策定に向けた検討を進めま

す。 

（１）三重県誕生150周年記念事業と連携しながら、三重の多様で豊かな自然と歴史・文化

等をテーマとした展示や多彩で魅力的な文化芸術公演を開催するなど、県民の皆さんが

文化にふれ親しむ機会の充実を図ります。 

 

（２）「三重県文化賞」の実施や県内各地域の文化活動等の情報を収集・発信することなど

により、さまざまな主体の文化活動を促進するとともに、専門家の助言を受けながら、

文化団体等の活動への新たな支援のあり方について検討を行います。 

 

（３）文化観光について、新たに北勢地域の近代化遺産群に係るルートを加えて、ホーム

ページ「巡ろう！三重の文化観光」等で県内の文化観光に係るタイムリーな情報発信

をします。また、斎宮を核とした文化観光として、史跡内の周遊に必要となる復元道

路等の整備に向けた「史跡斎宮跡整備基本計画」の策定と発掘調査、斎宮歴史博物館

のリニューアルに向けた展示製作を行うとともに、引き続き発掘体験や計画的な発掘

調査を実施します。 

 

（４）県生涯学習センターにおいて、高等教育機関等と連携した講座やセミナーを開催し

多様な学習の機会を提供するとともに、次代の文化を担う子どもたちが良質な文化を

体験できる取組を実施します。また、地域において生涯学習分野で活躍する方々を支

援するための研修会を開催します。 
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  【所管事項説明】 

３ 人権施策の総合的な推進について 
人権課 

１ 現状 

令和５年４月に全面施行された「差別を解消し、人権が尊重される三重をつ

くる条例」（以下「差別解消条例」）に基づく取組を進めるため、令和６年３月

に策定した「三重県人権施策基本方針（第三次改定）」および「第五次人権が尊

重される三重をつくる行動プラン（令和６年度～令和９年度）」に基づき、人権

施策を推進しています。 

 

（１）人権擁護の推進 

県人権センターを人権相談の総合窓口と位置づけ、関係機関と連携しながら、

人権に係るさまざまな相談に対応するとともに、県内相談機関の相談員等を対

象としたスキルアップ講座を開催しています。特に差別解消条例に則った相談

対応ができるよう、ケース検討会を実施するなど、相談員の資質向上に努めて

います。 

（２）人権啓発 

県人権センターにおいて、施設内の展示等に加えて、テレビ・ラジオやイン

ターネット等を通じた啓発やイベント・講座の開催など、多様な手段と機会を

通じて、広く人権に関する知識や情報を提供しています。 

特に、ＳＮＳの普及に伴い、インターネット上の人権侵害が深刻な社会問題

になっていることから、ＳＮＳ利用者の多い若年層をはじめ、広く県民の皆さ

んが自ら人権について考え、主体的に行動していただくきっかけづくりとなる

よう、啓発動画作品を募集し、ＳＮＳ等に掲載しました。 

 

２ 課題 

（１）部落差別の解消 

   県では、部落差別解消に向けた取組を行ってきたところですが、近年におい

ても、部落差別事象の県への報告が毎年10件以上あり、減少に至っていません。 

   また、令和５年には教育公務員による重大な部落差別事案が発生しました。

これらのことをふまえ、部落差別の解消に特化した条例の制定を含め、取組を

強化する必要があります。 

【表】 県に報告があった部落差別事象件数 

年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

社会現場 ４ １６ １７ ２２ ２０ 

教育現場 ９ ８ ９ １８ ８ 

合計 １３ ２４ ２６ ４０ ２８ 

    ※社会現場…行為者が大人である。 

     教育現場…行為者が子どもである。 

（２）差別解消条例の適切な運用 

差別解消条例に基づく相談・紛争解決について、相談者に寄り添った対応が

円滑かつ迅速に実施できるよう、引き続き県人権センターをはじめとした相談

窓口の職員の資質向上を図っていく必要があります。 

また、相談対応では解決に至らなかった差別事案に係る「助言・説示・あっ

せん」の知事への申立てについて、迅速に調査審議し、当事者間の問題解決に

つなげていく必要があります。 

20



  【所管事項説明】 

（３）人権啓発 

誤った知識や偏見等による差別や人権侵害は未だに発生しており、特に、イ

ンターネット上において差別を助長・誘発する情報が氾濫し、課題となってい

ます。差別的な情報に触れても正しく判断できるよう一人ひとりが人権問題に

ついて正しく認識する必要があります。 

このため、県民一人ひとりが、人権問題を自らの問題としてとらえ、人権が

尊重される社会づくりに主体的に取り組んでいけるよう、国や市町、さまざま

な主体と連携・協働し、人権啓発をはじめとする総合的な取組を一層推進して

いく必要があります。 

 

３ 今後の取組方向 

（１）「部落差別解消条例（仮称）」の制定と差別解消条例の改正 

部落差別の解消に向け、部落差別についての県民の正しい認識を促進すると

ともに、差別の発生抑止を図り、部落差別のない社会の実現をめざすため、「部

落差別解消条例（仮称）」の制定の検討を進めます。 

また、差別解消条例ではおおむね４年ごとに内容の検討をするものとされて

おり、条例を運用する中で顕在化した課題への対応や、インターネット上の人

権侵害への対応の強化など、社会情勢の変化をふまえ、差別解消条例の改正の

検討を併せて進めます。 

 

（２）人権擁護の推進 

条例に基づく相談対応が、円滑かつ適切に実施できるよう、引き続き、県人

権センターにアドバイザーを配置します。また、相談機関の相談員等を対象と

した研修を実施し、その資質向上を図るとともに、相談窓口相互の連携を強化

し、相談者に寄り添った相談対応に努めます。 

紛争解決体制では、条例に基づく助言、説示及びあっせんに係る手続きにつ

いて、三重県差別解消調整委員会の意見を聴きながら適切に運用します。 

インターネット上の差別的な書き込みを早期に発見し、削除要請等の対応を

行うネットモニタリングを実施します。 

 

（３）効果的な人権啓発の推進 

県民一人ひとりの人権意識の高揚をめざし、県人権センターにおいて、テレ

ビ・ラジオでのスポット放送や人権問題について理解を促す講演会を行うと

ともに、人権メッセージの募集といった｢県民参加型の啓発｣や、絵本の読み聞

かせなどの「感性に訴える啓発」等、効果的な手法を活用し、人権啓発の推進

に取り組みます。 

また、幅広い層に人権の大切さを伝えるために、商業施設での啓発を実施し

ます。加えて、地域の学習会に講師を派遣します。 

県人権センターについては、老朽化に伴う施設の改修を行うとともに、人権

啓発・教育の拠点施設としての機能強化を図るため、「常設展示室リニューア

ル基本計画」に基づき、リニューアルに向けた設計を行います。 
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【所管事項説明】 

４ 誰もが参画・活躍できるダイバーシティ社会の推進について 

ダイバーシティ社会推進課 

県では、平成 29 年 12 月に「ダイバーシティみえ推進方針～ともに輝く
きらり

、多様な社会へ

～」を策定し、誰もが参画・活躍できるダイバーシティ社会※の実現に向け、県民の皆さん

の家庭、職場、地域活動における行動につながるよう、男女共同参画・女性活躍推進や性

の多様性の理解促進をはじめとするさまざまな取組を進めています。 

※ダイバーシティ社会 

性別、年齢、障がいの有無、国籍・文化的背景、性的指向・性自認などにかかわ

らず、一人ひとり違った個性や能力を持つ個人として尊重され、誰もが希望を持っ

て日々自分らしく生きられる、誰もが自分の目標に向けて挑戦できる、誰もが能力

を発揮し、参画・活躍できる社会のことをいいます。 

  

Ⅰ 男女共同参画・女性活躍推進について 

１ 現状 

（１）男女共同参画基本計画に基づく施策の推進 

県では、男女共同参画社会の実現に向けて、「第３次三重県男女共同参画基本計画 

（令和３年度～令和12年度）」（以下「基本計画」）および「第一期実施計画（令和３年

度～令和８年度）」に基づき取組を進めています。 

なお、基本計画については、計画策定後５年が経過し、社会情勢の変化や国の動向、

県の取組をふまえて、改定に向けた検討を進めています。 

 （２）県の取組 

県では、県男女共同参画センター「フレンテみえ」（以下「フレンテみえ」）におい

て、県民の皆さんを対象とするセミナー等を開催し、男女共同参画意識の普及啓発を

図るとともに、さまざまな悩みを抱える女性のための総合相談等を行っています。 

また、職業生活における女性活躍については、県内企業・団体等で構成する「輝く

みえのミライ☆三重県会議」（会員数 638 団体 令和８年３月末）等と連携し、取組を

進めています。令和７年度は、ジェンダーギャップを解消し、性別にかかわらず誰も

が家庭でも仕事でも活躍できる環境となるよう、企業トップ・リーダー層の意識啓発

に向けた先進取組企業見学会やワークショップ、働く女性のロールモデルとの交流会

等を実施するとともに、それらの情報を分かりやすく一元的に発信し、横展開を図る

ためのポータルサイトを構築しました。 

 （３）県内のジェンダーギャップの状況 

指導的地位や政策・方針決定過程への女性の参画は増加基調にあるものの、県・市

町の審議会等における女性委員の割合は29.0％（令和７年４月１日現在（対前年比0.1

ポイント増加））、県内事業所の女性管理職の割合は 19.1％（令和７年７月 31 日現在

（対前年度0.9ポイント減少））と、未だ十分とは言えない状況です。 
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【所管事項説明】 

また、令和６年度に実施した県民意識調査では、家庭における役割分担について

「ほとんど妻がしている」と「妻が中心だが夫も行う」を合わせた割合は家事が８割

以上、育児が６割以上となっており、性別による固定的な役割分担は依然として根強

く残っています。 

 

２ 課題 

根強く残る固定的な性別役割分担意識の解消などの意識啓発に取り組むとともに、

誰もが働きやすい職場環境の整備、政策・方針決定過程への女性の参画拡大など、あ

らゆる分野のジェンダーギャップ解消に向けた取組を、関係機関や企業等と連携し推

進していく必要があります。   

また、孤独感に悩む女性からの相談が増加するなど、不安を抱える女性に対する相

談支援に取り組む必要があります。 

 

３ 今後の取組方向 

（１）男女共同参画に係る総合的な取組と意識啓発 

 基本計画および第一期実施計画に基づき、各部局と連携して、総合的に取組を実施し

ます。あらゆるジェンダーギャップ解消の取組を一層推進するため、令和８年度中に基

本計画の改定及び第二期実施計画の策定を行います。 

また、市町とも連携し、政策・方針決定過程への女性の参画拡大を図るとともに、フ

レンテみえにおいて、イベント、講座等の取組を通じた男女共同参画意識の一層の普及

啓発や女性のための総合相談を実施します。 

（２）職業生活における女性活躍の推進 

   性別役割分担意識や長時間労働等の慣行を変革し、誰もが家庭でも仕事でも活躍で

きる「令和モデル」の職場環境づくりに向け、引き続き、企業トップ層の意識啓発に

向けた取組や働く女性のキャリアを支援する講座・ロールモデルとの交流会を開催す

る等、企業・団体等と連携して取り組みます。 

   また、性別にとらわれない進路選択に向けて、若年層とその親世代を対象とした進

路選択に関するアンコンシャス・バイアスの解消に向けた啓発や、企業等の個別の課

題に応じた具体的な取組を促すため、常時雇用労働者数 100 人以下の企業等を対象に、

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定等の取組を支援します。 

27



【所管事項説明】 

Ⅱ 性の多様性を認め合う社会の推進について 

１ 現状 

（１）県の取組 

性の多様性について、社会の理解が広がり、県全体で取り組んでいけるよう、令和

３年４月に「性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例」（以

下「性の多様性条例」）を施行するとともに、令和３年９月から「三重県パートナーシ

ップ宣誓制度」の運用を開始し、これまで 96 組の方々が宣誓されています（令和８年

３月末時点）。また、令和６年11月からは「パートナーシップ宣誓制度」の全国域での

自治体間連携（287 自治体（令和８年３月末時点））を開始したほか、令和７年４月か

らは、宣誓書受領証に子の名前を記載できるようにするなど制度の拡充を図りました。 

令和７年度は、企業における理解が進むよう研修会を開催するとともに、性の多様

性に関する悩み等の電話・ＳＮＳ相談や当事者等の交流会を実施しました。 

（２）国の動向 

令和５年６月に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民

の理解の増進に関する法律」が施行されました。国においては、施策の総合的かつ計

画的な推進を図るため、基本計画等の策定に向けた検討がなされています。 

 

２ 課題 

性の多様性に関する社会の理解不足から、偏見を持たれたり社会生活上の制約を受

けたりするなどの問題があるため、誰もが安心して暮らすことができる環境づくりを

社会全体で推進していく必要があります。 

 

３ 今後の取組方向 

性の多様性について、県民の皆さんの理解促進や企業等における取組が進むよう、

企業向けの研修会等の実施や啓発冊子を配布するとともに、性の多様性に関する電

話・ＳＮＳ相談や交流会を実施し、さまざまな悩みを持つ当事者等が安心できる環境

づくりに取り組みます。 

また、「三重県パートナーシップ宣誓制度」について、市町・民間企業等と連携し、

利用先等を拡充する等、どこに住んでいても当事者等が安心して暮らすことができる

よう取組を進めます。 

28



【所管事項説明】 

 

 別紙１  
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【所管事項説明】 
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 ２）生涯にわたる健康の管理・保持・増進の支援 
★３）性と生殖に関する健康支援の充実 

★１）関係機関の連携による支援体制等の整備 
★２）配偶者等からの暴力の防止に係る対策の推進 
★３）性犯罪、性暴力、ストーカー対策等の推進 

★１）県の推進体制の充実と率先実行 
★２）三重県男女共同参画審議会による施策評価の実施等 
★３）市町、高等教育機関、企業・団体等との協創 

★４）男女共同参画センター「フレンテみえ」の機能の充実 

Ⅱ-Ⅰ 政策・方針決定 
   過程への男女共同 
   参画の推進 

Ⅱ-Ⅱ 男女共同参画に 
   関する意識の普及 

と教育の推進 

Ⅲ-Ⅰ 多様な主体の参 
   画・活躍に向けた

支援と環境の整備 

Ⅲ-Ⅱ 家庭・地域におけ 
   る活動の推進と 
   健康の支援 

Ⅲ-Ⅲ 男女共同参画を 
   阻害する暴力等に 
   対する取組 

計 画 の 推 進 

基本方向 基  本  施  策 
施  策  の  方  向 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

※下線部は「女性活躍推進法」に基づく都道府県 
 推進計画に位置づける項目 

※★部分は「性の多様性を認め合い、誰もが安心 
 して暮らせる三重県づくり条例」に基づく計画 
 に位置づける項目 

特に関連する 
SDGs のゴール 

全てに 

共通 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

 別紙２  
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【所管事項説明】 

 

 

附

則

社会情勢の変化等による見直し

広報・啓発

学校教育 社会教育

社会生活・社会

参加における対

応

教育の推進

相談への対応等

県民への広報・啓発活動

県民向けの相談窓口、相談事例の蓄積

相談機関のネットワークと救済につながるよう必要な情報の提供

各団体における相談対応（学校、事業者等の努力義務、県の支援）

基

本

的

施

策 安心して学び、育つ環境づくり（県努力義務）

安心して働くことができる環境づくり（県努力義務）

安心して暮らすことができる環境づくり（県努力義務）

責
務
・
役
割

県

県民 事業者

市町

教育に携わる者

県施策における必要な措置、市町、関係機関等との連携（県義務）

市町施策における必要な措置（努力義務）

教育活動での必要な措置（努力義務）

県民等は理解を深める（努力義務）

職場環境及び事業活動での必要な措置（努力義務）

基

本

理

念
＜社会の共通認識として明示＞

①性の多様性を認め合う⇒性の多様性を理由とする不当な差別的取扱いをしてはいけない

②表明は本人の自由 ⇒カミングアウトの強制及び禁止はしてはいけない

③情報共有は同意が必要⇒本人の意に反して暴露（アウティング）してはいけない

＜施策のあり方＞

性的指向、性自認にかかわらず、次のことができることを旨に推進

①人権尊重 ②社会参画の保障と個性・能力発揮 ③多様な生き方の選択

研修等の実施 県義務、市町、学校、事業者の努力義務（県の支援）

基本計画 三重県男女共同参画基本計画に性の多様性に関する施策を定め、実施状況を毎年、議会で報告

優良団体の顕彰顕彰

前

文

性の多様性をはじめ多様な生き方を認め合い、性のあり方にかかわらず、誰もが自分らしく安心して学び、働き、

暮らすことができる社会づくりを、地域社会全体で進めることを決意し、条例制定した旨を明記

目

的

条例は、性的指向及び性自認の多様性（性の多様性）を認め合う社会の推進に関する基本理念を定め、

各主体の責務・役割を明らかにし、県の施策の基本となる事項を規定

性の多様性が理解され、全ての人の人権尊重、多様な生き方を認め合う社会の実現への寄与を目的

定

義

性的指向･･･自己の恋愛又は性的な関心の対象となる性別についての指向

性自認･････自己の性別についての認識

 別紙３  

 

性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例（概要） 

 

令和３年３月 23 日公布、同年４月 1 日施行 
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【所管事項説明】 
 

 

５ 多文化共生社会づくりの推進について 

ダイバーシティ社会推進課 

 

１ 現状 

（１）外国人住民の状況 

令和７年 12月末時点の外国人住民数は 71,492 人と過去最多を更新しました。ま

た、県内総人口に占める外国人住民の割合は 4.14％で、こちらも過去最高となりま

した。 

人口減少が進む中、外国人材への期待が高まっており、特定技能制度の見直しや

育成就労制度の創設等により、今後も外国人労働者とその家族の更なる増加が見込

まれています。 

（２）これまでの県の取組 

県では、令和６年３月に策定した「三重県多文化共生推進計画（令和６年度～令

和８年度）」に基づき、外国人住民が地域社会の一員として、安全に安心して暮ら

すことができるよう、市町や国際交流協会、外国人支援団体等のさまざまな主体と

連携し、多文化共生社会づくりに向けた啓発や、三重県情報提供ホームページ

（MieInfo）による多言語での情報提供、外国人住民の生活全般にわたる相談窓口

「みえ外国人相談サポートセンター（MieCo）」における対応、日本語習得の機会の

提供などに取り組んでいます。 

 

２ 課題 

  言葉や文化が異なる外国人住民が地域社会の一員として生活できるよう、さまざ

まな主体と連携した取組を通じて、日本人住民と外国人住民の相互理解を深めるこ

とが必要です。 

また、外国人住民が安全で安心して生活するためには、行政情報等を多言語や「や

さしい日本語」で適切に提供する体制を整えるとともに、効果的に情報を届ける必要

があります。 

さらに、外国人住民等からの生活全般にかかる相談は、年々増加（令和７年度：2,288

件）し、相談内容も、医療や教育、就労、介護など多方面にわたるため、相談員のス

キルアップや関係機関との連携強化など、相談体制を一層充実させる必要がありま

す。 

加えて、日本語の学習環境については、令和７年度末時点で県内 18市町に 46の日

本語教室が設置されているものの、必ずしも学習を希望する外国人住民に必要な学習

の機会を提供できているとは言えない状況にあり、多様なニーズに応じた学習環境を

充実させていく必要があります。 
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【所管事項説明】 
 

 

３ 今後の取組方向 

（１）多文化共生の意識定着と参画促進 

  日本人住民と外国人住民が、互いに生活習慣や文化の違いを認め合い、共に地域

社会を築いていけるよう、啓発イベント、学校や地域への出前講座を実施するなど、

多文化共生意識の醸成に向けた取組を実施します。 

  また、日本人住民と外国人住民の相互理解を促す取組の一つとして「やさしい日

本語」の普及・啓発に取り組みます。 

  なお、現行の「三重県多文化共生推進計画」が、令和８年度末で終期を迎えるこ

とから、見直しに向けた検討を行います。 

（２）外国人住民の安全で安心な生活環境づくり 

県多言語情報提供ホームページ（MieInfo）については、新たに、インドネシア

語を加えた８言語で、外国人住民が必要とする行政や生活に関する情報を適切に提

供するとともに、防災や医療等の命にかかわる情報については、「やさしい日本語」

を含む多様な言語での発信が行われるよう取り組むほか、外国人コミュニティに効

果的に情報を届ける「外国人地域サポーター」制度を創設します。 

また、「みえ外国人相談サポートセンター（MieCo）」においては、外国人住民か

らの相談にきめ細かく応じられるよう、弁護士や臨床心理士等の専門相談に、新た

に、社会保険労務士による相談を加えるとともに、ケース検討会の実施による相談

員のスキルアップを通じて、相談体制の更なる充実に取り組みます。 

さらに、災害等の緊急時においても外国人住民をサポートできるよう、市町等と

連携し、外国人防災リーダーの育成研修や避難所での受入訓練等に取り組むととも

に、外国人患者が安心して医療機関を受診できるよう、医療通訳の育成や医療機関

へのモデル配置等を実施します。 

（３）外国人住民への日本語教育の推進 

日本語学習を希望する外国人住民が学習の機会を得られるよう、市町等の日本語

教室の開設・運営を支援するために、地域日本語教育コーディネーターや学習支援

ボランティアの育成、オンライン教室の実施などに取り組みます。 

また、こうした取組をより一層充実させるため、次の４つの機能を担う「みえ地

域日本語教育支援センター（仮称）」を設置します。 

① 日本語学習を希望する外国人住民、市町や企業等からの相談への一元的な対 

応と、ＷＥＢサイトによる日本語学習情報の発信 

② 市町や企業における日本語教室の立上げと運営の支援 

③ 日本語学習を支援する人材の育成と紹介 

④ 地域にある日本語教室に通うことが難しい方へのオンライン教室やオンデマ

ンド学習の実施 

（４）ライフステージに応じた支援 

外国人住民が、妊娠・子育て・教育・就労・医療・介護等のライフステージに応

じて必要となるサービスを切れ目なく享受できるよう、庁内外の関係機関等との情

報共有や意見交換を行います。  
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【所管事項説明】 

６ ＮＰＯ活動の推進について  

ダイバーシティ社会推進課 

１ 現状 

（１）ＮＰＯ活動について 

県においては、「みえ県民交流センター」を拠点に、県民の皆さんのＮＰＯ活動

への理解や参画を促進するための情報を発信するとともに、ＮＰＯ※１や中間支援

組織※２の活動強化を図るためのセミナー等を開催し、県民の皆さんによる地域課

題を解決する取組を支援しています。 

なお、県が認証するＮＰＯ法人の総数は 726 法人（令和８年３月 31 日現在）で

あり、活動分野としては、「保健・医療・福祉」が最も多く、次いで「まちづくり」

「子どもの健全育成」となっています。 

※１ 市民活動やボランティアを行う非営利組織（市民活動団体、ボランティア団体、地 

域自治組織等） 

※２ ＮＰＯを支援する活動を行う団体 

（２）災害ボランティアについて 

県域の災害中間支援組織である「みえ災害ボランティア支援センター（ＭＶＳＣ）
※３」に参画し、県内外で大規模災害が発生した際に、災害ボランティア活動が円滑

に行われるよう支援を行います。令和６年能登半島地震では、被災者支援を行う県

内団体等への活動費の助成や、これらの団体が被災地において円滑に支援活動を

行うための現地支援団体とのマッチングなど、災害ボランティア活動の支援に取

り組みました。 

平時は、幹事団体による定例会議を毎月開催して情報共有や意見交換を行うと

ともに、全国域で活動する災害ＮＰＯ団体等との連携強化に向けたワークショッ

プや、県の防災訓練への参加を通じて、発災時に効果的な支援活動を実施するため

のコーディネート機能の強化に取り組んでいます。 

また、市町・市町社協・ＮＰＯ等の三者連携による関係づくりを促進するワーク

ショップ等を開催し、市町における災害ボランティア受入れ体制の強化に取り組

んでいます。 

 ※３ ７つの幹事団体で構成 

 

 

 

 

 

 

 

【幹事団体】 

特定非営利活動法人みえ防災市民会議、特定非営利活動法人みえ NPO ネットワークセンター、

三重県ボランティア連絡協議会、公益社団法人日本青年会議所東海地区三重ブロック協議会、

日本赤十字社三重県支部、社会福祉法人三重県社会福祉協議会、三重県（災害対策推進課、

地域福祉課、ダイバーシティ社会推進課） 
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【所管事項説明】 

２ 課題 

ＮＰＯは担い手の高齢化や資金不足等、運営基盤の脆弱化が課題となっています。 

ＮＰＯによる活動が活性化し、継続的に実施されるためには、若い世代を含めた幅

広い世代のＮＰＯへの関心や活動への参加意欲を高めるための取組を推進するとと

もに、ＮＰＯの運営基盤の強化や、多様な主体との連携強化に向けた支援を行う必要

があります。 

また、大規模災害が頻発する中、災害発生時に県内外からの災害ボランティアを円

滑に受け入れ、迅速かつ効果的な支援活動が行えるよう、ＭＶＳＣのコーディネート

機能や市町の災害ボランティア受入れ体制の強化を図る必要があります。 

 

３ 今後の取組方向 

（１）ＮＰＯの運営基盤の強化 

高校生や大学生等にＮＰＯ活動への関心を持ってもらうための講座を実施しま

す。 

また、ＮＰＯ活動の活性化に向け、引き続き、みえ県民交流センターを拠点に、

多様な主体との連携促進に向けたセミナー等の開催やホームページでの情報発信

を行います。 

さらに、ＮＰＯや中間支援組織の運営基盤の強化に向け、地域課題解決のための

新たな取組を行うＮＰＯに対する助成と伴走支援を行う「県民応援ＮＰＯプロジ

ェクト」を実施するとともに、中間支援組織の専門性を高めるためのセミナーを開

催します。 

なお、みえ県民交流センターについては、令和９年３月 31 日をもって第４期の

指定期間が満了することから、指定管理者の更新にかかる手続きを行います。 

 

（２）災害ボランティアの受入体制強化 

能登半島地震の支援活動を通じて得られた気づきをふまえ、ＭＶＳＣにおいて

は、全国で活動する災害ＮＰＯ団体等との連携強化を図るとともに、災害時に多様

な支援主体が連携して支援活動が行えるようコーディネート機能の強化等に取り

組みます。 

また、災害ボランティアの受入体制を強化するため、市町向けの研修会や、市町

における三者連携の強化に向けたワークショップ等を開催します。 
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【所管事項説明】 

７ 安全で安心なまちづくりの推進について 
くらし・交通安全課 

 

１ 現状 

（１）県内の情勢 

「犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例」の施行（平成 16 年 10 月）以

降、県内の刑法犯認知件数は減少傾向を続け、令和３年に戦後最少となりました。

その後は増加傾向にありましたが、令和７年は 10,692 件（対前年比 241 件減）と

減少したものの、依然として高い水準で推移しています。 
 

表 刑法犯認知件数 （単位：件） 

H30 R 元 R２ R３ R４ R５ Ｒ６ Ｒ７ 

11,247 10,322 8,560 7,410 7,647 9,955 10,933 10,692 

 
 

また、令和７年度にｅ-モニターを活用して実施したアンケート「あなたの住む

地域では、３年前と比較して、治安はどのようになったと思いますか」との問いに

対しては、下の円グラフに示すとおり、「悪くなった」「どちらかと言えば悪くなっ

た」が 16.0％で、「良くなった」「どちらかと言えば良くなった」の 5.7％を上回っ

ており、体感治安の向上には至っていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）これまでの取組 

「安全で安心な三重のまちづくりアクションプログラム・第３弾（令和６年度～

令和８年度）」に基づき、さまざまな主体と協働して、取組を進めてきました。 

令和７年度は、教育委員会と連携し、「安全・安心まちづくり地域リーダー」養

成講座と「スクールガード・リーダー育成講習会」を同時に開催し、新たに 13 名

の地域リーダーを養成しました。 

また、県民の皆さんの防犯意識の向上と関係者の連携強化を図るため、防犯ボラ

ンティア団体、事業者、市町等が一堂に会する「安全・安心まちづくりフォーラム」

を開催し、地域の先進的な防犯・見守り取組事例を県民の皆さんに周知しました

（44名参加）。 

 

 

図 ３年前と比較した治安意識の変化 

1.9%

3.8%

78.3%

11.5%

4.5% どちらかと 

言えば 

良くなった 

良くなった 

どちらかと 

言えば 

悪くなった 

悪くなった 
《アンケートの概要》 

・実施期間：令和７年７月 16 日～７月 22 日 

・対象者数：1,000 人 

・回答数：1,000 人 

・回答率：100% 

どちらとも言えない 

（変わらない） 
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【所管事項説明】 

さらに、令和５年６月から開始した「安全・安心な三重のまちづくり防犯サポー

ト事業者登録制度」については、令和７年度末時点で延べ 786 事業者の登録があり

ました。 

加えて、犯罪の防止または抑止を目的とした防犯カメラ設置に対し補助を行う市

町を支援するため、防犯カメラ設置事業補助金制度により、11 市町に対し補助金を

交付しました。 

 

２ 課題 

 安全で安心な三重のまちづくりの推進にあたっては、県と市町の役割分担に応じた

取組が不可欠であるものの、市町の推進体制や取組状況に差異があるため、より一層

緊密に連携を図る必要があります。 

地域防犯活動の課題である「活動人員の高齢化」や「担い手不足」に対応するため、

地域に密着した事業者との連携を強化するなど、持続可能な防犯・交通安全活動につ

なげる必要があります。 

依然として体感治安が向上しておらず、県民の皆さんの犯罪等への不安感は解消さ

れていないことから、地域防犯力の底上げや地域の防犯・見守り活動の「見える化」

に取り組む必要があります。 

  

３ 今後の取組方向 

市町など関係団体と引き続き意見交換の機会を確保することにより、「アクション

プログラム・第３弾」の理念や方向性を共有するとともに、日頃から県と市町の緊密

な連携を十分意識しながら取り組んでいきます。 

地域の自主防犯活動を活性化させるため、引き続き市町など関係団体と連携し

「安全・安心まちづくり地域リーダー」養成講座や「安全・安心まちづくりフォーラ

ム」の開催などを通じて防犯意識の醸成を行います。 

また、地域に密着した事業者にも防犯活動に参加いただけるよう、「安全・安心な

三重のまちづくり防犯サポート事業者登録制度」を、事業者団体や市町等を通じて幅

広く周知することで登録の拡大を図るとともに、防犯サポート事業者の活動内容をホ

ームページなどに掲載することにより、防犯活動の「見える化」を行います。 

引き続き、防犯カメラ設置事業補助金制度により、防犯カメラの設置に対し補助

を行う市町を支援します。 

「アクションプログラム・第３弾」が令和８年度末に計画期限を迎えることから、

次期アクションプログラムの策定に向けた検討を進めます。 
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犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例（概要） 

 

 
前
文 

目
的 

県等の責務を明らかにし、犯罪を未然に防止する環境を整備するために必要な事項

を定め、地域社会全体が連携協力して犯罪のない安全で安心なまちを実現すること 

 
責
務 

すべての県民は、自らの安全は自らが守るという意識を持つとともに、犯罪を未然

に防止する環境を整備することにより、地域社会全体が連携協力して犯罪のない安

全で安心なまちの実現を図ることを決意し、この条例を制定 

県   総合的な施策を策定し実施。県民・事業者・市町と協力 
県民  理解を深め、自らの安全の確保に積極的に努める 
事業者 事業活動に関し、安全で安心なまちづくりのために必要な措置を講じる 

【推進体制の整備】県は、県・県民・事業者・市町・関係団体が意見交換し、相互に連携協力す

ることができる体制を整備 
【広報啓発】県は、必要な広報啓発活動を行う 

【市町が実施する施策に対する支援】県は、市町が実施する施策を支援 
【自主的な活動に対する支援】県は、県民・事業者・団体の自主的な活動に対し支援 

【学校等における児童等の安全の確保】知事及び教育委員会は、公安委員会と協議し、学校等

における児童等の安全を確保するため、指針を定める。 
学校等設置管理者は、指針に定める措置を講ずるよう努める 
【通学路等における児童等の安全の確保】知事は、教育委員会及び公安委員会と協議し、通学

路等における児童等の安全を確保するため、指針を定める。 
通学路等管理者・保護者・学校等管理者・地域住民・警察署長は、連携して指針に定める措置

を講ずるよう努める 

【犯罪の防止に配慮した道路等の普及】県は、犯罪の防止に配慮した道路等の普及に努める。 
知事は、公安委員会と協議し、犯罪の防止に配慮した道路等について指針を定める。 
道路等設置管理者は、指針に定める措置を講ずるよう努める 
【犯罪の防止に配慮した住宅の普及】県は、犯罪の防止に配慮した住宅の普及に努める。 
知事は、公安委員会と協議し、犯罪の防止に配慮した住宅について指針を定める。 
住宅の建築又は改修者・設計者・工事施工者は、指針に定める措置を講ずるよう努める 
【犯罪の防止に配慮した自動車等の普及】自動車等販売業者は、犯罪の防止に配慮した自動車

等の普及に努める 

【空地又は空家における犯罪防止の措置】空家・空地の所有者・管理者は、犯罪防止に必要な

措置を講ずるよう努める 
【深夜物品販売を行う店舗における犯罪防止の措置】公安委員会は、深夜物品販売を行う店舗

における犯罪防止に必要な措置に関する指針を定める。 
深夜物品販売業者は、指針に定める措置を講ずるよう努める 

【指針の策定手続等】知事・教育委員会・公安委員会は、指針を定め、又は変更しようとする

ときは、市町長の意見を聴くとともに、県民・事業者の意見を反映させるために必要な措置を

講ずる。 

知事・教育委員会・公安委員会は、指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく公表する 
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【所管事項説明】 

８ 性暴力の根絶及び犯罪被害者等支援について 
くらし・交通安全課 

 
１ 現状 

（１）犯罪被害者等への支援 

犯罪被害者やその家族等（以下「犯罪被害者等」）が受けた被害の軽減や早期

回復、生活再建に対する支援を行うとともに、犯罪被害者等を支える社会の形

成を促進するため、「三重県犯罪被害者等支援条例」および「三重県犯罪被害者

等支援推進計画」（第二期：令和６年度～令和８年度、以下「支援推進計画」）

に基づき、犯罪被害者等の経済的な負担を軽減するための「三重県犯罪被害者

等見舞金」を給付するなど犯罪被害者等支援施策を総合的かつ計画的に推進し

ています。 

また、市町においては、犯罪被害者等を支援する条例制定等の動きも進んで

おり、令和７年７月に全ての市町において犯罪被害者等支援に関する条例が制

定されました。 

 

 表１ 三重県犯罪被害者等見舞金給付要領に基づく見舞金の支給実績 

 
遺族見舞金 
(60万円) 

重傷病見舞金 
(20万円) 

精神療養見舞金 
(５万円) 

支給合計金額 

令和３年度 ２件 ７件 ２件 270万円 

令和４年度 １件 ５件 ３件 175万円 

令和５年度 ３件 １件 ３件 215万円 

令和６年度 １件 ４件 ８件 180万円 

令和７年度 ４件 ４件 ２件 330万円 

 

（２）性暴力被害者等への支援 

性暴力は被害者やその家族（以下「性暴力被害者等」）の心身や尊厳を著しく

踏みにじる人権侵害であり決して許されるものではありません。また、性暴力

が性暴力被害者等に与える影響は重大なもので回復には時間を要します。 

県では、平成27年６月に開設した「みえ性暴力被害者支援センター よりこ」

（以下「よりこ」）において、性暴力被害者等の心身の早期回復に向け、心理カ

ウンセリングや警察・病院への付添いなど、関係機関と連携しながら、性暴力被

害者等に寄り添った相談対応および支援を行っています。 

 

表２ よりこ相談件数の推移 

年度 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R５ R６ R7 

件数 262 328 331 390 328 623 637 658 497 603 638 

 

県では行政や県民、学校、事業者など社会が一体となって性暴力被害者等に

寄り添い、支え、性暴力の根絶をめざすため、「三重県性暴力の根絶をめざす条

例」（以下「性暴力根絶条例」）を令和７年 10 月に制定しました。 
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【所管事項説明】 

２ 課題   

（１）犯罪被害者等への支援 

犯罪被害者等は、直接的・間接的にさまざまな被害を受けているため、犯罪被

害者等の置かれた状況に応じた適切な支援を提供するとともに、市町、関係機関

との連携を強化し、総合的な支援体制を整備する必要があります。 

また、誹謗中傷等の二次被害を防止し社会全体で支える気運を醸成していくた

め、県民の皆さんの犯罪被害者等に対する理解を促進する必要があります。 

（２）性暴力被害者等への支援 

被害者が性暴力による影響から早期に回復するためには、被害後速やかに、か

つ、途切れることなく適切な支援を受けることが重要です。その一方、性暴力被

害に対する誤った認識や無理解から、誹謗中傷など二次被害に苦しむ性暴力被害

者等や性暴力に遭ってもこれを性暴力と認識できない子どもなど、支援を求める

声を上げられない被害者も存在します。 

このような状況から、性暴力根絶条例に基づき、性暴力被害者等に寄り添った

支援を、警察など関係機関との連携のもと、中長期にわたって途切れなく行うと

ともに、被害者が被害後速やかに相談できるよう、相談しやすい体制の整備のほ

か、子どもの性被害への対応など、性暴力被害者等への支援の更なる充実ととも

に性被害の予防をはじめとした性暴力の根絶にも取り組む必要があります。 

 

３ 今後の取組方向 

（１）犯罪被害者等への支援 

支援推進計画に基づき、研修会やブロック別意見交換会などをとおして、市町

職員等の支援従事者の資質向上を図るとともに、令和８年度から「犯罪被害者支

援調整監」を設置して、関係機関が実施する被害者等への支援を調整し補完する

体制を整備しています。 

また、犯罪被害者等見舞金の速やかな給付や、犯罪被害者等が再提訴や財産開

示手続を行うための支援制度の運用など、犯罪被害者等に対して引き続き支援を

行うとともに、犯罪被害者等が置かれている境遇について県民が考える機会とな

るイベントの開催などにより、県民の理解促進と気運醸成を図ります。 

加えて、支援推進計画が令和８年度末に計画期限を迎えることから、次期支援

推進計画の策定に向けた検討を進めます。 

（２）性暴力被害者等への支援 

「よりこ」と関係機関とが緊密に連携し、性暴力被害者等に寄り添った途切れ

のない支援や、３つの相談窓口（妊娠ＳＯＳ、ＤＶ、性暴力）が合同でＳＮＳを

活用して相談を受け付けるなど、「よりこ」に相談しやすい環境づくりに引き続き

取り組むとともに、性暴力対応看護師（ＳＡＮＥ）の養成など支援体制の充実を

図ります。 

また、子どもの性被害の防止や早期発見、早期対応に向けたハンドブックの活

用を促進するとともに、性暴力の根絶をめざす月間（11 月）を中心に県民の性暴

力に対する理解促進や性暴力根絶に向けた気運醸成を図るなど性暴力の予防や

根絶に向けた取組を進めます。 

さらに、性暴力根絶条例に定める施策を総合的かつ効果的に推進するため、条

例に基づく推進計画の策定に向けた検討を進めます。 
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三重県犯罪被害者等支援条例（概要）

【総合的な支援体制の整備】
犯罪被害者等支援を総合的に推進するための体制
を整備

【支援従事者の育成】
犯罪被害者等の支援に従事する者（支援従事者）

に対して、研修等を実施

【推進計画】
犯罪被害者等支援に関する施策の総合的かつ計画
的な推進を図るための計画を定める

【支援従事者に対する支援】
支援従事者が犯罪被害者等と同様の心理的外傷を
受けることを防止するための研修等を実施

【民間支援団体に対する支援】
民間支援団体等の活動の促進を図るため、犯罪被

害者等支援に関する情報の提供等必要な施策を行う

【市町に対する支援等】
市町と協力して取組を進める。また、市町が設置
する犯罪被害者等支援を総合的に行う窓口の体制の
充実を図るための必要な支援を行う

【目的】
○犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに県等の責務を明らかに
○犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援を総合的かつ計画的に推進
○犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減並びに犯罪被害者等の生活の再建の支援を行い、犯罪被害
者等を支える社会の形成を促進

【定義】
この条例において必要な用語を定義
○犯罪等
○犯罪被害者等
○二次被害
○民間支援団体

【基本理念】
○犯罪被害者等の個人としての尊厳にふさわし
い処遇が保障される権利が尊重されること。
○犯罪被害者等が受けた被害又は二次被害の状
況及び原因、犯罪被害者等が置かれている生活
環境その他の事情に応じ適切に推進されること。
○犯罪被害者等の心身の状況に応じた必要な支
援が途切れることなく提供されること。

【責務】
 県の責務
犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に策定し実施

 県民の責務
犯罪被害者等支援の必要性等についての理解、二次被
害が生じることのないよう十分な配慮、県が実施する犯
罪被害者等支援施策への協力に努める
 事業者の責務
犯罪被害者等支援の必要性等についての理解、二次被
害が生じることのないよう十分な配慮、県が実施する犯
罪被害者等支援施策への協力に努める
 民間支援団体の責務
犯罪被害者等の支援に関する知識及び経験を活用した
犯罪被害者等支援、県が実施する犯罪被害者等支援施策
への協力に努める

Ⅰ 総則

Ⅱ 推進体制の整備

【相談及び情報の提供】
相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行う

【経済的負担の軽減】
受けた被害による経済的負担の軽減を図る

【保健医療サービス及び福祉サービスの提供】
心身の状況等に応じた適切な保健医療サービスや福祉

サービスを提供

【損害賠償請求に関する支援】
損害賠償請求訴訟に関し、情報の提供及び助言

【安全の確保】
安全を確保するため、一時保護、施設の入所等の保護、

防犯指導等を行う

【居住の安定】
県営住宅への優先入居等を行う

【雇用の安定】
犯罪被害者等への就労支援、事業者に情報提供等

【県民の理解の促進】
犯罪被害を考える週間を設定

【学校における教育の促進】
理解を深め、二次被害を防止するための教育を実施

別紙１

【所管事項説明】　　　　
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【所管事項説明】 

９ 交通安全対策の推進について 
くらし・交通安全課 

 

１ 現状 

交通事故防止に向け、「三重県交通安全条例」や「三重県交通安全計画」に基づき、

関係機関等と連携し、四季の交通安全運動等による広報・啓発活動や交通安全教育をと

おして、交通安全意識および交通マナーの向上を図っています。 

また、飲酒運転の根絶に向け、「三重県飲酒運転０（ゼロ）をめざす条例」および

「三重県飲酒運転０（ゼロ）をめざす基本計画」に基づき、関係機関等と連携し、規範

意識の定着と再発防止に取り組んでいます。 

 

２ 課題 

  県内の交通事故死者数は長期的に減少傾向が続く中、令和７年は統計が残る昭和 29

年以降最少となった前年に続いて２番目に少ない 59 人となりました。しかし、依然と

して多くの尊い命が交通事故で失われていることから、交通事故死者数に占める高齢

者や交通弱者（歩行中、自転車乗用中）の割合が高いなどといった交通事故実態をふ

まえた対策を推進していく必要があります。 

また、令和８年４月から自転車の交通違反に対する交通反則通告制度（青切符）が

導入されたことから、一層のルール遵守と安全意識の向上が求められるとともに、今

後普及が見込まれる特定小型原動機付自転車（電動キックボード等）の安全利用も促

進していく必要があります。 

さらに、令和７年の飲酒運転による人身事故件数は前年と同数の 41 件となっており、

飲酒運転の根絶に向けて規範意識の定着と再発防止を図る取組を強化していく必要が

あります。 

 

表１ 死傷者数等の推移 ※暦年 

 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

人身事故 

件  数 
6,038 5,441 4,687 3,647 2,966 2,722 2,917 2,976 2,724 2,530 

死傷者数 8,258 7,199 6,223 4,763 3,805 3,400 3,698 3,833 3,380 3,094 

死 者 数 100 86 87 75 73 62 60 66 46 59 

高齢者の 

死 者 数 
52 37 57 42 39 40 41 33 25 33 

 

表２ 飲酒運転人身事故件数等の推移 ※人身事故件数は暦年 

 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

人身事故 

件  数 
36 34 42 36 37 28 42 32 41 41 

受 診 率 

< ％ > 

※ 年 度 

37.8 42.0 46.8 47.3 51.2 55.4 59.0 58.6 56.6 52.4 

※受診率：飲酒運転違反者のアルコール依存症に関する年度ごとの受診率。 

Ｒ７年度分は令和８年３月末現在の暫定値（確定は令和８年７月の予定） 
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【所管事項説明】 

３ 今後の取組方向 

交通事故防止に向けて、県内の交通事故実態等をふまえ「第 12 次三重県交通安全計

画」を策定し、国、関係機関・団体と一体となって交通安全対策を推進します。四季

の交通安全運動等により広報啓発活動（交通安全イベントの開催、ラジオによる広報

等）を展開するとともに、「三重県交通安全研修センター」において、子どもから高齢

者まで世代に応じた参加・体験・実践型の交通安全教育を実施します。 

また、自転車および特定小型原動機付自転車の安全利用を促進するため、「三重県自

転車安全利用条例（仮称）」の制定に向けた検討を進めます。 

飲酒運転の根絶に向けて、「第４次三重県飲酒運転０（ゼロ）をめざす基本計画」を

策定し、幅広く県民の皆さんへ「飲酒運転は絶対にしない、させない、許さない」こ

とを周知するため、さまざまな広報媒体等を活用した啓発に取り組むとともに、関係

機関・団体と連携しながら飲酒運転防止教育に取り組みます。加えて、飲酒運転防止

の相談窓口において、違反者や家族に助言・指導を行うとともに、アルコール依存症

に関する正しい知識の普及や指定医療機関の追加等、受診しやすい環境整備に向けて

関係機関と連携した取組を進めます。 
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【所管事項説明】 

10 消費生活の安全確保について 
くらし・交通安全課 

１ 現状 

 消費者を取り巻く社会環境は絶え間なく変化しており、昨今の急速なデジタル化の

進展・ＡＩ等の技術の発展、高齢者人口・高齢者単身世帯の増加に関連して、さまざま

な消費者トラブルの発生が懸念されています。 

県では、「三重県消費者施策基本計画」（令和７年度～令和11年度）に基づき、市町

等さまざまな主体と連携しながら、消費生活相談や消費者教育・啓発、事業者指導に取

り組むとともに、市町における消費生活相談の充実に向け支援してきました（表１）。 

令和７年度の県消費生活センターの相談件数については、1,950 件であり（表２）、

うち60歳以上の方からの相談が約４割を占めており、相談内容としては、通信販売の

相談が、全体の約４割を占めています。なお、市町を含めた県全体の相談件数は、約１

万件となっています。 

事業者への指導等実績としては、景品表示法に違反した業者に対し、令和８年２月

に、三重県として初の事例となる行政処分（措置命令）を行いました。 

 
表１ 市町の相談体制の状況 

項目 内容 

消費生活相談窓口

の設置 
全 29市町 

消費生活センター

の設置 

７市３町 

津市、松阪市、鈴鹿市・亀山市※１、 

伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城町・大紀町・南伊勢町※２ 

※１ 鈴鹿市・亀山市は鈴鹿亀山地区広域連合で１センターを設置 

※２ 鳥羽市・志摩市・玉城町・大紀町・南伊勢町は伊勢市センタ

ーに事務委託（事務協定） 

消費生活相談員の

配置 

12市５町：上記消費生活センターを設置する７市３町および四日市市

桑名市、名張市、いなべ市、伊賀市、東員町、明和町 

表２ 三重県消費生活センターにおける相談件数                （単位：件） 

 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

受付件数 2,114 1,793 1,817 1,803 1,950 

対前年増減 ▲203 ▲321 24 ▲14 147 

増減率 ▲8.8％ ▲15.2％ 1.3％ ▲0.8％ 8.2％ 

うち問合せ等を除く
件数 2,024 1,703 1,723 1,711 1,890 

 60歳以上の相談 800 684 682 753 771 

 全体に占める割合 39.5％ 40.2％ 39.6％ 44.0％ 40.8％ 

 通信販売の相談 799 674 694 651 760 

 全体に占める割合 39.5％ 39.6％ 40.3％ 38.0％ 40.2％ 

 県全体の受付件数 9,982 10,532 10,324 10,028 10,854 

注：60歳以上及び通信販売の相談件数および割合は、問合せ等を除いた件数に係る数値 
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【所管事項説明】 

２ 課題 

 県消費生活センターは、県内消費者行政の中核センターとしての役割が期待されて

おり、相談員の担い手不足や高度化・複雑化する相談への対応、市町における相談体制

の整備・充実に向けた取組が求められています。また、急速なデジタル化や高齢者人口

の増加等の社会環境をふまえた消費者教育・啓発の充実とともに、事業者に対する指

導・啓発に取り組んでいく必要があります。 

 

３ 今後の取組方向 

（１）消費生活相談体制の充実 

県消費生活センターの相談体制の充実のため、相談員の確保に向けた担い手の掘

り起こしや相談員の育成、高度化・複雑化する相談に対応するための体制整備、市町

支援の強化に取り組みます。 

具体的には、県内民間企業等に対し消費生活センターや相談員業務のＰＲを行い

相談員候補者を発掘するとともに、県消費生活センターに相談修習生を新たに配置

し、実務訓練を通じて計画的に育成し就業を促進します。 

また、ＳＮＳを通じたトラブルへの対応などの専門知識を有する特定領域相談対

応員を新たに配置します。 

さらに、市町支援員を新たに配置し、市町巡回指導や市町相談員からの問い合わせ

などに対応するとともに、市町相談員等を含めた勉強会の充実を図るなど、県内市町

の相談体制への支援を強化します。 

（２）消費者教育・啓発の推進 

市町や消費者団体、事業者団体等のさまざまな主体と連携し、子どもから高齢者に

至る各世代の特性に適した方法で、消費者トラブルの未然防止・拡大防止に向けた取

組を推進します。 

特に、若年者の消費者教育については、成年年齢の引き下げに伴う消費トラブルの

未然防止に向け、学校等の教育機関との連携を強化し、若年者の参画を得ながら消費

者教育・啓発を実施するとともに、若年者を見守る保護者等への注意喚起を行ってい

きます。また、大学生等が消費者教育の担い手となる「学生消費者リーダー」を育成

します。 

高齢者等の消費者トラブルの防止に向けては、引き続き地域における啓発の担い

手として活動する「消費者啓発地域リーダー」の養成・育成に取り組むとともに、新

たに高齢者向けスマートフォン消費者被害防止講座を開催します。 

さらに、社会問題となっているカスタマーハラスメントの防止に向けた教育・啓

発を進めていきます。 

加えて、人や社会、地域、環境に配慮した消費行動であるエシカル消費の意識の

定着を図るため、ＳＮＳの活用やイベント等への出展など普及啓発に取り組むとと

もに、エシカル消費にかかる庁内連絡会議の開催や企業等と連携したフェアトレー

ド商品の認知度向上に向けた取組を進めていきます。 

（３）事業者への指導の徹底 

「特定商取引に関する法律」、「不当景品類及び不当表示防止法」等に基づき、的確

に事業者指導を行うとともに、適正な商取引や商品等の表示に向けた事業者の自主

的な取組を支援します。 

50



5
1



【所管事項説明】 
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【所管事項説明】 

11 三重県環境基本計画に基づく環境施策の推進について 

環境生活総務課 

 

「三重県環境基本計画」（以下「環境基本計画」）は、「三重県環境基本条例」に基づき、

三重県の環境の保全に関する取組の基本的な方向を示すマスタープランとして位置づけ

られており、2020 年（令和２年）３月に、議会の議決を経て全面的な改定を行いました。 

改定後の環境基本計画では、目標年度を 2030 年度とし、ＳＤＧｓの考え方も取り入れ

ながら、図に示す５つの環境施策パッケージ（「I 低炭素社会の構築」「II 循環型社会の

構築」「III 自然共生社会の構築」「IV 生活環境保全の確保」「Ⅴ 共通基盤施策」）に記

載の主な取組等を各施策に関連する個別計画に基づき推進することで、「スマート社会み

え（環境、経済、社会の統合的向上が図られた持続可能な社会）」の実現をめざすことと

しています。 

なお、環境基本計画の施策ごとの主な取組の成果や課題等については、年次報告書

（三重県サステナビリティレポート）としてとりまとめ、三重県環境審議会および県議

会に報告するとともに、県ホームページで公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 環境基本計画に基づく施策体系図 
 

参考：各施策に関連する主な個別計画 

施策Ⅰ：三重県地球温暖化対策総合計画（令和３年３月策定、令和５年３月改定） 

施策Ⅱ：三重県循環型社会形成推進計画（令和８年３月策定） 

施策Ⅲ：みえ生物多様性推進プラン（第４期）（令和６年３月策定） 

施策Ⅳ：第９次水質総量削減計画（令和４年１０月策定） 
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【所管事項説明】 

12 脱炭素社会の実現について 

地球温暖化対策課 

 

１ 現状 

国においては、2050年までに脱炭素社会の実現をめざすこととし、2021年（令和３年）

10 月、「地球温暖化対策計画」において、2030 年度における温室効果ガスの排出量を 2013

年度（基準年度）比で46％削減とする目標を掲げ、さらに2025年（令和７年）２月、同計

画を改定し、2050年ネット・ゼロの実現に向けた直線的な経路にある目標として、2035年

度、2040年度において、それぞれ60％、73％削減することを目指し、脱炭素社会の実現に

向けた動きを加速させています。 

県においては、2019年（令和元年）12月に「ミッションゼロ 2050 みえ～脱炭素社会の

実現を目指して～」を宣言し、県域からの温室効果ガスの排出実質ゼロをめざすとともに、

2023年（令和５年）３月に、「三重県地球温暖化対策総合計画」（以下「総合計画」）を改定

し、県域から排出される温室効果ガスを2030年度において基準年度比47％削減、県の事務

事業により排出される温室効果ガスを 52％削減とする目標を掲げ、具体的な削減に向けた

取組を推進しています（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、県域からの温室効果ガス排出量（吸収源活動による吸収量を含む）は、直近の確定

値である 2023 年度で基準年度比 7.2％減となっており、二酸化炭素排出量部門別構成比で

は、産業部門が約56％を占めています（図２）。 

 

 

 

 

 

  

図２ 三重県および国における二酸化炭素排出量の部門別構成比（2023年度） 

 

（年） 

図１ 2030年度に向けた削減目標と2050年に向けた削減イメージ 
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【所管事項説明】 

２ 課題 

（１）脱炭素社会の実現に向け総合計画の目標を達成するため、県民の皆さん、事業者、市町

などさまざまな主体と連携した取組を加速させるとともに、事業者の自主的な取組を促

進する必要があります。県自らも県有施設への再生可能エネルギーの導入等の温室効果

ガス排出削減に係る積極的な取組が求められています。 

 

（２）気候変動影響は避けられない状況であり、被害を最小化あるいは回避し、安全・安心で

持続可能な社会を構築するために、気候変動やその影響を把握し発信することで、それぞ

れの主体における熱中症対策を含めた「適応」の取組を促進する必要があります。 

 

（３）環境への負荷が少ない持続可能な社会の実現に向け、引き続き、四日市公害の歴史等を

ふまえつつ、気候変動など近年の課題も含め、環境教育・環境学習に取り組む必要があり

ます。 

 

（４）太陽光や風力等の再生可能エネルギー発電施設の導入については、脱炭素社会の実現に

資するものですが、大規模な開発を伴う事業は、自然環境や生活環境に影響が生じる可能

性があるため、適切な環境配慮が行われる必要があります。 

 

（５）2025 年（令和７年）２月の閣議決定により改定された国の「地球温暖化対策計画」の

内容をふまえ、総合計画の必要な見直しを行う必要があります。 

 

３ 今後の取組方向 

（１）気候変動の緩和の取組の促進 

脱炭素社会の実現に向け、国が進める「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る

国民運動（デコ活）」の県内での展開と定着を図るため、事業者、市町、三重県地球温暖

化防止活動推進センター等と連携し、「みえデコ活」を推進します。また、自家消費型太

陽光発電設備等の設置費補助等の支援を行い、社会実装につなげます。 

事業者の自主的な温室効果ガス削減取組を促すため、「三重県地球温暖化対策推進条例」

に基づき、地球温暖化対策計画書の進捗状況や脱炭素への取組状況についてヒアリング

調査等を行うとともに、脱炭素経営に取り組む事業者に対して、中長期的な温室効果ガス

排出削減目標の設定等の支援を行います。 

県の事務事業における温室効果ガス排出削減対策として、県有施設に自家消費型太陽

光発電設備を、公用車に電気自動車を導入し、使用電力の脱炭素化と電気自動車の運行に

太陽光発電による電力を活用するゼロカーボンドライブの取組を進めます。また、将来を

担う子どもたちに、県環境学習情報センターで体験型展示を導入することでペロブスカ

イト太陽電池にふれる機会を創出し、今後の利用拡大に向けた普及啓発を行います。 

なお、総合計画の進捗状況等については、県民、事業者、有識者等で構成する「三重県

地球温暖化対策総合計画推進委員会」において評価し、進行管理を行います。 

 

（２）気候変動適応の取組の促進 

本県の気候変動やその影響について、三重県気候変動適応センターを拠点とし情報収

集・整理および分析を行い、気候変動影響や適応に関する県民の皆さんの理解を深めるた

めの取組を進めるとともに、市町と連携し熱中症対策に取り組みます。 
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【所管事項説明】 

（３）環境教育・環境学習の推進 

県環境学習情報センター等において、知識だけでなく体験を通じて、環境問題への気づ

き、環境配慮への行動を促進するような環境教育・環境学習に取り組むとともに、展示設

備のリニューアルに向けた検討を進めます。 

また、三重県誕生150周年と併せて、子どもたちが楽しみながら環境について学べる啓

発イベントを開催します。 

 

（４）事業者による環境配慮の促進 

環境に著しい影響を与えるおそれのある大規模な開発事業については、「環境影響評価

法」および「三重県環境影響評価条例」に基づき、事業者の環境配慮の取組を促進します。  

また、県では、令和７年 10 月に地域との共生が図られた再生可能エネルギー（太陽光

発電）の導入に向けて、大きく２つの方向（指導・規制等の方策と持続的な森林保全）で

対応していくこととしました。このことから、太陽光発電施設の設置に関して、令和７年

12 月 25 日に三重県環境審議会に諮問し検討を始め、令和８年３月 12 日、同審議会にお

いて県の示した三重県環境影響評価条例の適用拡大の方向性（案）について了承を得まし

た。 

今後は、夏頃に開催予定の三重県環境審議会で同条例の適用拡大に係る改正内容（案）

について諮るとともに、令和８年 10 月頃の三重県環境影響評価条例施行規則の改正を目

指します。 

 

（今後のスケジュール） 

令和８年６月 常任委員会で検討状況について説明 

令和８年10月頃 改正規則公布 

 

（５）三重県地球温暖化対策総合計画の改定 

国は、2025年（令和７年）２月の閣議決定により改定された「地球温暖化対策計画」に

おいて、2050 年ネット・ゼロに向け 2035 年度および2040 年度の削減目標を明確にし、

目標達成に資する対策・施策を示しました。そのなかで、2026年度から2030年度までの

５年間を新たに地域脱炭素の実行集中期間と位置づけました。 

県においては、総合計画について国の計画と整合を図り、中長期的な観点で検討すると

ともに、削減目標達成に向け実効性をより高めるため、令和８年３月 26 日に開催した三

重県環境審議会地球温暖化対策部会で総合計画改定の方向性について議論しました。 

今後は、三重県環境審議会で総合計画の改定内容について諮り、令和９年３月の改定を

目指します。 

 

（今後のスケジュール） 

令和８年12月 常任委員会で中間案について説明 

令和９年３月  常任委員会で最終案について説明 

        総合計画を改定 
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  【所管事項説明】 

13 生活環境の保全について 

大気・水環境課 

 

１ 大気環境 

（１）現状 

大気環境の状況把握のため、県内 30 か所の測定局において、常時監視を行って

います。令和７年度の二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質およびＰＭ2.5 に

ついては、全ての測定局で環境基準を達成する見込みです。しかし、光化学オキシ

ダントはいずれの測定局においても環境基準を達成していません。 

県北部では、「大気汚染防止法」の総量規制地域と「自動車ＮＯｘ・ＰＭ法」の対策

地域が指定されています。その対策地域内の全ての測定局において、二酸化窒素等は

平成24年度から14年連続で環境基準を達成する見込みです。（別紙 図１，２） 

（２）課題 

令和７年度は、光化学スモッグ注意報を１日、予報を２日発令しており、今後も

大気環境については注視していく必要があります。 

自動車ＮＯｘ・ＰＭ対策については、大気環境基準の達成状況をふまえ、引き続き、

対策地域の指定解除に向けた調査・検討が必要です。 

（３）今後の取組方向 

引き続き、大気の常時監視を実施するとともに、予報発令等の迅速な情報提供に

努めます。また、工場・事業場へはコンプライアンスの徹底と光化学オキシダント

の主原因物質の削減を指導します。 

自動車ＮＯｘ・ＰＭ対策については、引き続き、国と連携し将来推計に基づく環

境基準の確保に向けた調査を進めるとともに、関係住民や事業者等のステークホル

ダーとの調整を図るなど、対策地域の指定解除に向けた検討を進めます。 

 

２ 水環境 

（１）現状 

令和７年度の環境基準達成率（速報値）は、河川（ＢＯＤ）は95.2％（59／62水域）、

海域（ＣＯＤ）は87.5％（７／８水域）でした。河川（ＢＯＤ）における環境基準達

成率は、近年90％以上で推移しています。また、海域（ＣＯＤ）における環境基準達

成率についても改善傾向にありますが、閉鎖性水域である伊勢湾では、毎年、広範囲

で貧酸素水塊が発生している状況です。（別紙 図３） 

環境基準の達成と生物生産性・生物多様性とが調和・両立した「きれいで豊かな海」

の実現に向け、令和４年10月に策定した「第９次水質総量削減計画」に基づき、関係

機関との連携のもと、下水処理場における栄養塩類管理運転の試行やその効果検証等、

総合的な水環境管理施策に取り組んでいます。各種施策の進捗管理は、関係部局で構

成する「三重県『きれいで豊かな海』協議会」で行っています。 
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  【所管事項説明】 

下水道や合併処理浄化槽等の生活排水処理施設の整備については、「生活排水処理

アクションプログラム（三重県生活排水処理施設整備計画。以下「アクションプログ

ラム」）」に基づいて進捗管理をしており、令和６年度末の整備率は90.0％となりまし

た。本県では、生活排水処理施設のうち、合併処理浄化槽が22.9％と、全国平均の9.5％

と比べて大幅に高く、生活排水対策において大きな役割を担っています。（別紙 図４） 
令和７年度には、人口減少など社会情勢が著しく変化していることをふまえ、「アク

ションプログラム」の内容を点検しました。 

（２）課題 

「第９次水質総量削減計画」に基づき、関係機関と連携し、「きれいで豊かな海」の

実現に向けた取組を推進していく必要があります。 

生活排水処理施設の整備は着実に進展していますが、その整備率は全国平均93.7％

（令和６年度末）と比べると依然として低い状況にあります。特に単独処理浄化槽や

くみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換が進んでいません。また、「アクションプロ

グラム」の内容を点検した結果をふまえ、見直しを行う必要があります。 

（３）今後の取組方向 

「きれいで豊かな海」の実現に向け、引き続き、「三重県『きれいで豊かな海』協議

会」において、関係機関と連携し、科学的な見地からの各種調査・研究、陸域からの

汚濁負荷の適正な管理のほか、藻場・干潟および浅場の保全・再生等の各種取組の着

実な実施と進捗管理を行っていきます。また、国において第10次水質総量削減（総量

管理）のあり方や今後の方針について検討が進められている状況をふまえ、国や隣接

県との情報共有を行いながら、次期計画の策定に向けた検討を進めていきます。 

生活排水処理施設の整備については、関係部局や市町と連携して進めるとともに、

引き続き、県費による上乗せ補助により合併処理浄化槽への転換を促進していきます。 

また、人口減少などの社会情勢のほか、地域特性や処理施設の種類ごとのメリット等

を総合的に勘案し、広域的な観点から各市町と協議・調整を行ったうえで、「アクショ

ンプログラム」の見直しを行います。 
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３ 土砂対策 

（１）現状 

土砂等の崩落、飛散または流出による災害の未然防止および生活環境の保全に資す

ることを目的とした「三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」（令和２年４月施

行）（以下「土砂条例」）に基づき、不適切な土砂等の埋め立て等が行われることがな

いよう必要な指導を行っています。 
一方で、国においては「宅地造成等規制法」の改正を行い、崖崩れや土砂の流出に

よる災害の防止を目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法」（以下「盛土規制法」）

が令和５年５月に施行され、これにより生じる法と条例の規制内容の重複を整理する

ため、県では令和７年３月に「土砂条例」を改正（令和７年５月26日施行）し、事業

者等関係者に対して改正内容について周知しました。 

（２）課題 

改正「土砂条例」では、「盛土規制法」に基づく規制区域内において生活環境の保全

のための事前届出の規定を整備したことから、引き続き、改正内容について周知する

とともに、条例の適正な運用を確保するため指導を行っていく必要があります。 

（３）今後の取組方向 

引き続き、「土砂条例」に基づき不適正な土砂等の埋立て等が行われないよう指導を

行っていきます。 

 

４ 水道事業における基盤強化 

（１）現状 

「水道法」では、県の責務として、水道事業の基盤強化に関する施策の策定等が規

定されています。県では、県内市町水道事業者および企業庁を構成員とする「三重県

水道事業基盤強化協議会」（以下「協議会」）の意見をふまえ、令和５年３月に「三重

県水道広域化推進プラン」を策定するとともに、協議会内に設置したワーキンググル

ープで基盤強化に向けた取組を検討しています。また、令和６、７年度に実施した水

道広域化シミュレーション事業において、市町等水道事業の将来推計や広域連携手法

の検討を行いました。 

（２）課題 

市町水道事業者では、人口減少に伴う料金収入の減少および水道熟練職員不足によ

り、管路等の老朽化や地震への対策を進めるための資金と人材の確保が課題となって

おり、水道事業の基盤強化が求められています。 
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  【所管事項説明】 

（３）今後の取組方向 

水道事業の基盤強化を推進するため、水道広域化シミュレーション事業における広

域連携手法の検討結果をふまえ、引き続き、ワーキンググループ等において、その実

現に向けた検討を進めます。 

また、市町の水道職員を対象とした研修会等を開催し、技術力の確保や災害時の危

機管理対応力の向上に取り組みます。 
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 【所管事項説明】 
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14 循環型社会の構築について 

資源循環推進課 

１ 現状 

近年の世界的な人口増加や新興国における経済成長に伴う天然資源の需要の

増加により、今後、資源制約の深刻化が見込まれ、限りある資源の有効活用が求

められています。国では、循環型社会の形成に向け「第五次循環型社会形成推進

基本計画」に基づき、「循環経済への移行」を見据え、事業者間連携によるライフ

サイクル全体での徹底した資源循環に向けた取組が進められています。また、世

界的な課題となっているプラスチックを含む海洋ごみについても、経済活動を制

約する必要はなく、廃棄物処理制度による回収、ポイ捨て・流出の防止、散乱・

漂着ごみの回収、イノベーションによる代替素材への転換、途上国支援など、「新

たな汚染を生み出さない」ことに焦点を当てた取組が進められています。 

県では、持続可能な循環型社会の構築をめざし、令和８年３月に「三重県循環

型社会形成推進計画」（令和８年度～令和 12 年度）を策定し、「循環経済への移

行」を見据え、廃棄物処理における安全・安心を前提としつつ、産業振興による

資源の効率的な利用促進や社会情勢の変化をふまえた取組を進めていくことと

しています。また、「三重県海岸漂着物対策推進計画」に基づき、県内沿岸に漂着

するプラスチックを含む海洋ごみの発生抑制対策や海岸管理者等（県、市町等）

による回収・処理事業を進めています。さらに、「伊勢湾流域圏海洋ごみ対策推進

広域計画」を岐阜県、愛知県、三重県の三県で共同策定し、伊勢湾流域圏での広

域的な発生抑制対策を進めています。 

 

２ 課題 

（１）循環資源の利用促進 

2050 年カーボンニュートラルを見据え、持続可能な循環型社会の構築をめざし、

環境・経済・社会の統合的向上を図っていく必要があります。そのため、「循環経

済への移行」を見据え、さまざまな主体と連携して、プラスチック資源循環の高

度化、食品ロスの削減を推進するとともに、資源循環の取組を通じた温室効果ガ

スの削減を進める必要があります。 

 

（２）持続可能な廃棄物処理体制の確保 

いつ発生してもおかしくない南海トラフ地震等の大規模災害時に発生する災

害廃棄物を迅速に処理し早期の復旧・復興を進めるためには、過去の大規模災害

の教訓をふまえた訓練等を実施し、災害廃棄物処理に精通した人材育成を図ると

ともに県内市町の災害廃棄物処理計画の検証・必要な見直しに繋げるなど、災害

廃棄物処理体制の強化・充実に向けた取組を進める必要があります。また、中長

期における一般廃棄物の持続可能な適正処理の確保に向け、今後の人口減少に伴

う処理量減少による非効率化に加え、老朽化したごみ処理施設の維持管理費の増

大、施設更新に伴う財政負担、担い手不足などの課題に対応するため、市町のご

み処理広域化・集約化の取組を進める必要があります。 
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【所管事項説明】 

（３）海洋ごみ対策の推進 

伊勢湾等の海岸域では、マイクロプラスチックを含む海洋ごみが漂着すること

で、生態系を含む海岸の環境の悪化、美しい浜辺の喪失、海岸機能の低下、漁業

への影響等が懸念されています。引き続き、さまざまな主体が連携して内陸域を

含めた広域的な発生抑制対策・回収処理を推進する必要があります。 

 

３ 今後の取組方向 

（１）循環資源の利用促進 

プラスチックの資源循環を促進するため、高度なリサイクル技術による製品原

材料への適用可能性や事業者間連携による使用済みプラスチックの効率的な分

別・回収から再生プラスチックを使用した製品の製造までの実証事業を行います。

県内の産業廃棄物の排出事業者や処理業者による積極的な発生抑制、循環的な利

用、温室効果ガスの排出削減等に係る研究開発や設

備機器の設置等に対する支援を行います。また、産

業廃棄物税制度については５年ごとに実施する制

度や使途事業のあり方等について検証を行ってお

り、今年度、これまでの成果や課題について確認・

検討のうえ、必要に応じ制度を見直します。 

食品ロス削減に向けた県民意識醸成のため、県

内でのフードドライブの展開を図るとともに、学

校と連携した普及啓発、市町・食品関連事業者等と

連携した売れ残りや食べ残し削減の取組を進めま

す。 

 

（２）持続可能な廃棄物処理体制の確保 

大規模災害時においても災害廃棄物が適正かつ円滑に処理できるよう、県内市

町や隣県との広域訓練、災害廃棄物仮置場候補地の地図情報のデジタル化を行う

とともに、「三重県災害廃棄物処理計画」の改定に向けた調査を実施します。 

また、安定的かつ効率的な市町のごみ処理体制の構築を推進するため、県と市

町で構成する「三重県ごみ処理広域化・集約化協議会」による検討を通じ、令和

９年度末を目途に市町の個別事情に配慮した「ごみ処理長期広域化・集約化計画

（仮称）」を策定します。 

 

（３）海洋ごみ対策の推進 

海岸漂着物の発生抑制対策、回収・処理、実

態調査および一斉清掃など、三県等で連携し

た取組を進めていきます。また、企業と連携

して環境学習・野外学習等のイベントを開催

するなど、企業活力を生かした海洋ごみ対策

に取り組みます。 

フードドライブ 

海岸清掃活動 
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【所管事項説明】 
 

15 産業廃棄物の適正処理の推進について 

廃棄物対策課 

 

１ 排出事業者責任の徹底  

（１）現状 

排出事業者が自らの責任で産業廃棄物を適正に処理することができるよう、より

信頼性の高い産業廃棄物処理業者を選定しやすい環境の整備に向けて、遵法性や事

業の透明性が高く、財務体質が健全である優良な処理業者を認定する優良産廃処理

業者認定制度の活用に取り組んでいます。 

（２）課題 

 産業廃棄物の適正処理による安全・安心を確保するためには、排出事業者による

優良認定処理業者への処理委託をより一層促進させることが必要です。また、現状

において、優良認定を取得している産業廃棄物処理業者数が十分でないことから、

処理業者に対して取得の働きかけを行っていく必要があります。 

（３）今後の取組方向 

  排出事業者に対して、立入検査や事業者向けセミナー等の機会を利用し、優良認

定処理業者の活用を働きかけるとともに、産業廃棄物処理業者に対しては、許可更

新時に認定要件を満たすことができるよう個別に助言等を行うことで認定取得を促

進します。 

 

２ ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の適正処理の推進  

（１）現状 

ＰＣＢは人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であること

から、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」（以

下「ＰＣＢ特措法」）に基づき、ＰＣＢ廃棄物を早期に確実に処理する必要があり

ます。 

ＰＣＢ廃棄物のうち、県内で長期に保管されていた高濃度ＰＣＢ廃棄物について

は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）にあらかじめ登録のうえ処理

することとされており、登録期限の令和７年８月 29 日までに登録された高濃度ＰＣ

Ｂ廃棄物は、令和８年３月末までに全て処理されました。 

また、低濃度ＰＣＢ廃棄物については、ＰＣＢ特措法に定める令和９年３月末の

処分期限に向けて、適正処理の指導等に取り組んでいます。 

 

低濃度ＰＣＢ廃棄物の届出事業場数等 

時 点 届出事業場数 
処理を完了 

した事業場数 
処理完了割合 

令和７年３月末時点 2,146 1,763 82% 
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（２）課題 

  高濃度ＰＣＢ廃棄物については、ＪＥＳＣＯの登録期限終了後、新たに８事業場

（令和８年３月末現在）で発見されています。これらの事業場については、立入検

査を実施し、環境省から処理方針が示されるまで適正に保管するよう指導を行う必

要があります。 

  また、低濃度ＰＣＢ廃棄物については、ＰＣＢ特措法に定める令和９年３月末の

処分期限までに、計画的に処理を完了させる必要があります。 

（３）今後の取組方向 

 現在把握しているＰＣＢ廃棄物については、早期に処分されるよう新聞広告等に

よる周知や保管事業者への指導を進めていきます。 

また、今後、新たにＰＣＢ廃棄物が発見された場合には、立入検査等により早期

処分及び処分するまでの間の適正な保管を指導していきます。 

   

３ 環境修復後の産業廃棄物不適正処理事案への対応  

（１）現状 

  産業廃棄物の不法投棄等不適正処理により生活環境保全上の支障等が生じた４事

案（桑名市五反田事案、四日市市内山事案、四日市市大矢知・平津事案および桑名

市源十郎新田事案）については、令和５年３月末までに対策工事が完了し、モニタ

リング等の実施や地元自治会等とのコミュニケーションにより、地域住民の安全・

安心の確保に取り組んでいます。 

（２）課題 

  環境修復を行った４事案については、廃棄物の全量撤去は行わずに対策工事を完

了したことから残置廃棄物由来の潜在的な汚染リスクが残るため、今後もモニタリ

ング等を継続して実施する必要があります。 

  また、原因者に対して、行政代執行に要した費用を求償していく必要があります。 

（３）今後の取組方向 

  引き続き、周辺地下水等の水質モニタリングや対策工事で設置した工作物の定期

的な点検等を実施し、生活環境保全上の支障等が生じていないことを確認するとと

もに地元自治会等とのコミュニケーションにより、地域住民の安全・安心の確保に

取り組みます。 

  また、原因者への費用求償については、財産調査や面談を定期的に実施し、可能

な限りの回収に努めます。 
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16 産業廃棄物の監視・指導状況について  
廃棄物監視・指導課 

 

１ 現状 

令和７年度に産業廃棄物の適正処理に向けて行った監視・指導活動は、監視件数3,010

件、行政指導件数1,349件でした。このうち「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基

づいた命令等の行政処分は11件で、厳正な監視・指導活動を実施しています（別紙 表１）。 

しかしながら、産業廃棄物の不法投棄事案は後を絶たず、中でも建設系廃棄物の不法

投棄事案が大半を占め、最近５年間では発生件数で約65％、投棄量で約77％となってい

ます（別紙 表２）。 

 

２ これまでの取組 

（１）悪質な事案への対応と関係機関等との連携 

悪質な産業廃棄物の不適正処理事案に対応するため、平成５年度から警察官を配置

し、現在は 21 名体制（うち警察からの出向者３名、警察ＯＢ７名）で事案に対処して

います。 

また、間隙のない監視体制を構築するため、民間警備会社への休日・早朝監視の委託、

市町職員への「産業廃棄物にかかる立入検査証」の交付、民間業者との通報協定の締結

（21事業者）、近隣県市との合同路上監視等、さまざまな主体との連携に取り組んでい

ます。 

さらに、不法投棄事案の早期発見・早期是正を図るため、防災ヘリ等を活用したスカ

イパトロール、監視カメラやドローンを活用した現場監視、通報協定締結事業者の営業

所等へのポスター掲示等による「三重県廃棄物110番」の利用促進を行っています。 

 

（２）建設系廃棄物対策 

建設系廃棄物の不法投棄等を未然防止し、適正処理を確保するため、解体工事現場へ

の集中的なパトロールによる指導、解体工事に係る法令による規制などを分かりやすく

解説した「法令周知マンガ」の配布や啓発動画のＷＥＢ配信、関係法令周知のための研

修会の開催などにより、排出事業者（元請業者）責任や解体工事業者の法令遵守の徹底

を図っています。 

また、毎年、解体工事に係る建設業関係機関・団体が参画する「解体工事に係る連絡

調整会議」を開催し、解体廃棄物の適正処理等に向けた協議・検討を進めています。 

 
 

３ 課題 

（１）悪質な事案への対応と関係機関等との連携 

   新たに確認される不法投棄事案数は、横ばいで推移していることから、引き続き、厳

正な監視・指導活動を行うとともに、警察をはじめとする関係機関との連携を維持・強

化し、悪質な事案に対処していく必要があります。 

      また、事案の早期発見・早期是正を図るため、ＩＣＴをはじめとする新しい技術の導

入・活用を進めていく必要があります。 

 

70



【所管事項説明】 

 

 

 

（２）建設系廃棄物対策 

建設系廃棄物が不法投棄される要因に、解体工事が重層的な構造によって行われるこ

とで、廃棄物の処理責任が曖昧になることがあげられます。 

また、建設系廃棄物の不法投棄等に関し、行政処分に至った大きな要因が「法の理解

が不十分」であることから、業界団体等と連携して、排出事業者責任や解体工事業者の

法令遵守の徹底を図る取組を進めていく必要があります。 

 

４ 今後の取組方向 

（１）悪質な事案への対応と関係機関等との連携 

産業廃棄物の不法投棄等不適正処理事案に対応するため、監視カメラによるリアルタ

イムな現場状況の把握、ドローンによる上空からの広範囲な監視など、引き続き、効率

的かつ効果的な監視・指導活動に取り組みます。 

また、廃棄物スマホ110番を活用した通報の周知啓発、市町や通報協定を締結してい

る事業者と連携・協働した活動をとおし、さまざまな主体の取組を促進させます。 

特に悪質な事案に対しては、警察をはじめとする関係機関と連携して、違反行為の中

止や早期是正、速やかな行政処分の実施など、厳正な対処に継続して取り組みます。 

今年度は、不法投棄等の通報窓口である「三重県廃棄物110番」について、啓発動画

の作成・配信や効果的な広報を行うことで、利用を一層促進するとともに、監視カメラ

とＡＩ（人口知能）を活用した新たな監視手法の実現可能性等を検証するなど、不法投

棄等の未然防止や早期発見・早期是正に向けた取組を進めます。 
 

（２）建設系廃棄物対策 

建設系廃棄物の不法投棄等を未然防止し、適正処理を確保するため、引き続き、「解

体工事に係る連絡調整会議」や「法令周知マンガ」を活用した研修会を開催するなど、

排出事業者（元請業者）、下請け業者のコンプライアンス意識向上につながる取組を進

めます。 
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【所管事項説明】 

 

 

 

 
表１ 監視・指導状況の推移（地域機関分を含む）           （単位：件） 

年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 

延べ監視件数 3,668 3,298 3,369 3,004 3,010 

 指導件数 1,988 1,582 1,550 1,150 1,349 

文書発出数 175 144 157 76 104 

  18 17 16 6 11 

改善命令 2 0 2 0 0 

措置命令 0 0 0 0 0 

事業停止命令 13 9 6 5 6 

事業許可取消 2 6 7 1 5 

施設使用停止命令 1 0 0 0 0 

施設許可取消 0 2 1 0 0 

告発 1 0 0 0 0 

 
表２ 新たに確認された不法投棄事案の推移      （単位：件、（数量トン）） 

年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 計 

確 認 事 案 数 
34 

(988) 
53 

(509) 
40 

(676) 
35 

(79) 
25 

(152) 
187  

(2,404) 

 うち建設系廃棄物等 
24 

(971) 
34 

(339) 
19 

(420) 
27 

(73) 
18 

(42) 
122 
(1,845) 

未撤去数(R8.3末) 
16 

(482) 
24 

(304) 
28 

(522) 
23 

(49) 
14 

(110) 
105 

(1,467) 

投棄量10t以上事案数 12 14 12 5 4 47 

 うち建設系廃棄物等 12 11 8 5 3 39 

※ 建設系廃棄物の割合：65％(122件/187件)、77％(1,845トン/2,404トン) 

 

 

別紙 

行政処分数 

※ 
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